
第3章 いじめ問題と教育行政

本章のね ら い は， い じ め問題の解決に向 けて， 教育行政が果たす役割と課題を明 らかにす る

こ とで あ る 。

そ の た め， 第l節 「各種通知文等に見 る い じめ問題解決の方策」 では， 主にい じ め問題の概

況とそ の背景を踏 ま えて. 文部省， 東京都教育委員会の通知文等の内容について， 分析を行っ

Tこ。

第 2 節「い じ め訴訟の判例が提起す る学校教育の課題」 で は， 判例 に見 られる 「 いじめ」 の

と ら え方， 教育委員会や学校に求め られ る義務や責任から， 学校教育の課題を考察 し た。

第 3 節 「 い じ め問題の解決に向 けた教育行政の役割と課題J で は， 教育委員会及び学校の取

組み状況を把握す る こ とを通 して， 教育委員会， 学校， 家庭， 地域社会， 関係諸機関等の連携・

協力体制を活性化す る た めに教育行政の役割を考察 し な が ら ， 教育行政が取 り 組むべ き 諜題と

その対応策を検討 した。

第1節各種通知文等に見るいじめ問題解決の方策

平成 7 年11月21 日 ， 新潟県上越市で公立中学校 l 年男子 生徒が， 続いて12月 6 日 ， 千葉県香

取郡において公立中学校 2 年女子 生徒が， い じ めを苦に し たとみ られる 自 殺を した。 平成 6 年

1 1月 に起き た愛知県公立中学校 2 年男子 生徒の い じ め に よ る 自殺事件以降， い じ めが背景とみ

ら れ る 自殺事件は， こ の l 年間で10件発生 し て い る (平成 6 年1 1月 21 日 ~平成 7 年12月 6 日 ) 。

昭和61 年 2 月 に発生 し た東京都公立中学校 2 年男子 生徒の 自 殺事件以来 こ の 10年間， い じ め

問題解決のため文部省や各教育委員会は， 様々 な取組みを続けて き た。 しかし 平成 6 年度に

お いて ， 東京都を含め全国的に い じ めの発生件数は増加 し い じ めが原因とみられる 自 殺事件

も後を絶たず， い じ め問題の解決は緊急の教育課題であ るととも に社会の問題で も あ る 。

こ の節においては， 第一に， 現在の い じ めの発生件数及び， い じ めが原因とみ られる死亡事

件 (以下 「 い じ め事件jとい う ) の特徴と背景を整理 し， 第二に， 文部省， 東京都教育委員会

の通知文等に見 られる い じ め問題にかかわる基本認識を い じ め事件の特徴との関連か らと らえ，

第三に， 東京都公立中学校 2 年男子 生徒の 自 殺事件以降の二つの時期(昭和60 ・ 61年と平成 7

年 3 月 ) の通知文に示さ れた学校や教育委員会の取組みに かかわ る 内容の変化について分析 し

fこ。

1 いじめ問題の概況とその背景

(1 ) いじめの 発生件数等の推移

ア 全国のいじめの発生件数

い じ めの発生件数は， 文部省が調査を開始 した昭和 60年度の約15万 5千件が最 も多 く . 以後

平成 5 年度 ま で漸次減少 していた。

-44 -



し か し 平成 6 年度の発生件数は 5 万 6千件を超え， 平成 5 年度の約 2 .6倍とな っ た。 平成

6 年度の調査方法が従来とは異な り ， い じ め られて い る 児童 ・ 生徒の立場に立っ た調査方法で

あ る ことから， い じ めの実態をよ り 表 し て い る と考え ら れ る 。 ま た. 死に至 る い じめ事件 も 増

加 し てお り ， い じ め問題は一層深刻な状況 に あ る 。

イ 東京都におけるいじめの発生件数と態様

東京都教育委員会の調査結果に よ る と， 平成 5 ・ 6 年度の東京都の公立学校におけ る い じ め

の発生状況は 【表 l 】 のとお り であ る。

【表 l 東京都の公立学校におけ る い じ めの発生状況】 (注1)

小学 校 中学 校 高等学校 盲・ろう養護学校 百十

云ぞ 5 年 度 6年度 5 年 度 6年度 5 年 度 6年度 5 年 度 6年度 5 年度 6年 度

発 公立学校総数 ( A) 1. 411 1. 410 665 666 216 215 54 61 2， 34 6 2. 35 2 

生 発生学校数 ( 8) 273 761 381 5 30 69 88 5 3 728 1. 38 2 

状 発 生 件 数 61 3 2，8 79 1. 5 72 2. 988 1 32 189 1 0  3 2. 327 6. 059 

況 発生率B/Ax1 00 09. 3) (54. 0) (5 7.3) ( 79 .6) ( 31. 9) (40. 9) (9. 3) ( 4. 9) ( 31. 0) (5 8. 8) 

平成 6 年度の い じ めの発生件数 は 6， 059件で， 平成 5 年度の約 2 .6倍であ る 。 小学校仇 中 学

校， 高等学校の発生学校数， 発生件数は， 平成 5 年度と比較する と増加 して い る 。 し か し 盲 ・

ろ う ・ 養護学校では， 発生学校数， 発生件数と も減少 し た。

上記の調査に おけ る い じ めの態様 【表 2 い じ めの態様 (平成 6 年度) 】

( 【表 2 】 〉は， 全体では 「冷やか し ・ 側部。(住1)

か ら かいJ r言葉での脅 し J r暴力を

振 る う J の順 に多い。 小学校では 「冷

や か し ・ か らかいJ r 仲間 はずれ」

「言葉での脅 し」 の順に多 く ， 中学校

で は 「冷やか し ・ か ら かいJ r暴力を

振 る う J r言葉での脅 しJの順に， ま

た， 高等学校では 「暴力を振る う 」

f言葉での脅 し J r冷やか し ・ か ら か

いjの順 に多い。 このよ う に， 小学校

に おいて は心理的苦痛を伴 う い じ めが

多 く . 中学校， 高等学校に進むに し た

が っ て. 身体的苦痛を伴 う い じ めや金

言葉での脅し
冷材、し・か劫丸、

持ち物を隠す

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

た か り
お 節 介
親切の押しつけ
そ の 他

計

小学校
③民l先

①m4X 

⑤7.4X 

②19.� 

5.4X 

@14.4X 

1� 

l� 

l7X 

l00.� 
品等の 「たか り Jの割合が増え て い る 。 (※1 )複数回答

(2) 各時期ごとに見たいじめ事件の特徴

中学校 書簿鞭 盲ろう聾奪椴 計

②19.� ②包� (2) 20.0% @18.� 
①27.6% @1a� 0.0覧 ①28.1.% 

@ 6.4掲 4.1覧 0.0覧 ⑤6.8覧
④也市 111出 0.0覧 ④15.� 

⑤色4x 13見 0.0覧 5.7百

②19.� ①æ.� ①60.0% ③17.邸

3.!1X ④立ox 0.0百 3.� 

1(政 o.� ②20.0% L儲|
3.� ⑤8.2覧 0.0百

lぬ� lαlOX 100.0% 1飢O郎

(※2)丸付き数字は、 順位を表す。

い じ め事件について東京都立教育研究所の 「新聞 ク リ ッ ピ ン グJ を基に調べると， い じ め事

件の発生件数は， 年代的に三つの時期 に増えてお り ， 昭和53 ・ 54年 (第 l 期〉 が 4 件. 昭和60・
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61 年 〈第 2 期〉 が22件， 平成 5 ・ 6 ・ 7 年 (第 3 期) が23件で あ る 〈平成 7 年1"2月現在) 。

ま た， 自 殺 し た児童・生徒は， 特 に中学校 2 年生及び 3 年生の男子 生徒に多 く ， い じ めの態

様 については， 昭和60 ・ 61年 (第 2 期〉 の い じ め事件に比べて平成 5 ・ 6 ・ 7 年 (第 3 期〉 の

い じ め事件は「金品の要求j が特に増えて い る。

昭和53 ・ 54年 (第 l 期〉 の特徴は， 他の時期に比べて， 当事者関係が明確な ことであ る 。 例

え ば， 昭和53年の滋賀県でのい じ め事件では. r 日 頃か ら い じ め られた仕返 し に， 友人宅でザ

コ寝中に包丁で同級生 3 人を殺傷J (注2) の よ う に， い じ めの被害側と加害側が特定で き て い る 。

ま た， 被害側が加害側に対 し て反撃 に 出 る 事件 も 多 い。 こ の時期のい じ め事件について. rい

じ め る 側が見え る段階J r主と し て グループの中で起 こって い る J rい じ め られた子 がい じ め

た 子 を殺害 し た り 反撃 し て い る 。 J (注3)という特徴についての指摘があ る。 昭和60 ・ 61年 (第

2 期〉 の い じ め事件の特徴のーっと して， 例えば， 昭和61年 2 月 の東京都公立中学校 2 年男子

生徒のい じ め事件では， い じ め る側が学級内 に小集団を形成 し， い じ め を はや したて る 者， 見

て 見ぬふ り をす る者が周囲に存在す る とい う い じ めの構造が指摘 さ れて い る 。 ま た， こ の時期

の い じ め事件は少年の問題行動と関連が深い よ う に考え ら れ る 。

【図 l】 に よ る と， 主要刑法犯少年の補導人員数の推移に は三つの波があ り ， 昭和60 ・ 61年

〈第 2 期) の い じ め事件は少年の問題行動の第 3波の時期とほぼ重な っ てい る。 なお， 第 3波

の特徴は 【表 3】のとお り で あ る 。 ま た， い じ め事件と児童 ・ 生徒の 自 殺事件の発生件数の推

移 は次ページの 【図 2】のとお り であ り . い じ め事件と児童 ・ 生徒の 自殺事件の波は重なって

い る。

【図 1 刑法犯少年の う ち主要刑法犯で補導 し た も のの人員， 【表 3 少年の問題行動の

人 口 比の推移】 (注5) 第 3波の特徴】(住4)

(昭和24年~平成6年〉 〈警察庁調べ〉
.3波

第2M58-59 20 
20，(万人)

18 第2波
鈎-40 18 

\と|;;:;
16 �第I波

16 

1-10比
8 

no

aq

q，“

内U

6 

4 

� � � � � � � 
2 

ω 元 6 (年度)

①万引 き や車輔関係の軽微

な窃盗の増加

②シ ンナーな どの薬物乱用

少年の増加

③非行の集団性 (集団での

粗暴な非行が顕著)

④触法年少少年の増加と，

年長少年 (18か ら 19歳〉

の減少

⑤両親がお り 経済的 に も恵

ま れた家庭の少年が増加

平成 5 ・ 6 ・ 7 年(第 3 期〉 の い じ め事件の特徴は. 学級内で仲良 し グループや問題行動を

と り がち な グループと見 られて い る 小集団 において， その一員がい じ めの対象とな っ て い る例

が 多 い こ とであ る。 こ の場合， 集団の外か ら は い じ めの実態が潜在化 し て見えに く く なってお

り ， い じ めの手段は陰湿化 し て い る 。 例えば愛知県公立中学校 2 年男子 生徒の事件では， 周囲
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か ら は「プ ロ レス ご っ こ

の仲間J と し て見え， 本

人 も 「仲間とい る と楽 し

い， 抜けた く な い。 J と

繰 り 返 し述べて い る 。

こ れ ら の こ とか ら. '-

【図 2 児童 ・ 生徒の 自 殺の発生件数とい じ め事件】 (注5)
(件)4∞ 

350 
300 

2ω 

380 

の時期の い じ め事件は小
150 

集団を構成す る一員がい
l∞ 

5 

121 131 
『いじめ事件』傍l期) rいじめ事件以第2期) rいじめ事件以第3M)

じ めの対象にな っ てお り ， ↓ ↓ ↓  

「 グループ内の補完性と
o 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63元2 3 4 5 6 

〈年度〉
し て位置付けJ られるとと ら え ら れて い る。 (注6)

ま た， い じ めが見え に く く な っ た こ とについては. r い じ めを受けて い る 者がい じ めて い る

者に『同意』 してい る とい う こ とが， い じ めを見え に く く し て い る 。 J 借 りと. r同意の構造J

を指摘 し て い る 。

次に. い じ め事件と校内暴力 (対教師暴力， 生徒間暴力) の発生状況との関連を調べた。

(7)校内暴力の発生学校数

【図3 】 に よ ると.

.中学校で は昭和57年度

か ら61年度ま で減少 し

て き たが， その後， 現

在ま で増加の傾向に あ

る。

・ 中学校， 高等学校と も

に平成 6 年度の発生件

数が調査開始以来， 最

高の件数である。

(イ)対教師暴力

の 発生状況

【図 4 】 に よ る と，

【図 3 校内暴力の発生学校数】 (並5)

il1曲忠2岬
O
子ト
L 

細
川3

一�.173
1. 203 

8∞「 6伺
J 6∞ 

4∞ 

fEE制
o 57 58 59 60 61 62 回 7t 2 3 4 5 6 (年度)

【図 4 生徒間暴力と対教師暴力の発生状況】 (注5)

一一一一一 生後間暴力
一ー一一 対教師暴力

2. 976 

-昭和61 ・ 62年度 ま で

は ほぼ減少の傾向に

あ る が， そ の後増加

してお り ， 中学校で

は平成 6 年度の発生

件数は， 依然と して

2000 1.978 

lωO�. … \ 中学校1. 山 1.面ご守............_ .-イゴ二 L間 一 iti�特--:-ーτ522200ト \、 1.139…V1.初 、fl . m l . 098メな六行416 1・r - - ' ， 中学後 1.2旬 。 969二コ� 1.329 1.259 -. … 

蜘ト \♂?ー飽l 脳 印�三二一_1�3_ 632 _型-1137
二二二〉ぜ/η1 144 一 一---' -

4∞ 

。

494 478 516 "〓
122 117・ 1071j 123 m  -笠-f?.3竺一句19S一95ーーー-ー『ーーー - -一 高等学校

高い状況に あ る 。 57 切 59 ω 61 62 63 元 2 3 4 5 6(年度)

(ウ)生徒間暴力の発生状況

-生徒間暴力は， 【図 4 】 に よ る と， 昭和60 ・ 61年度 ま で は減少 していたが， そ の後増加 し
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続け， 中学校， 高等学校 と も に平成 6 年度の発生件数が最高件数であ る。

こ の よ う に， 平成 5 ・ 6 ・ 7 年 〈第3 期 〉 のい じ め事件 と 校内暴力の発生の聞に は関連性が

あ る よ う に恩われる。 い じ め問題の解決に当た っ ては. 校内 に お け る 暴力等の問題行動の有無

を 視野 に入れな が ら 児童 ・ 生徒の 日 常生活を観察する こ と が必要であ る。

2 いじめに関する基本認識の推移

こ こ では， 文部省や東京都教育委員会 はい じ め問題をどの よ う に認識 し 取 り 組んで き た の

か について， 下記の指導資料や通知文を基に述べ る 。

「児童の友人関係をめ ぐ る指導上の諸問題 〈指導資料) J (昭和59年 3 月〉

「児童生徒のい じ め問題に関す る 指導の充実について (通知) J (昭和60年 6 月〉

「い じ めの問題の解決の た め に 当面取 る べ き 方策について 〈通知) J (平成 7 年 3 月)

「い じ めの問題への取組の徹底等について (通知) J (平成 7 年12月〉

(1) r児童の友人関係をめぐる指導上の諸問題(指導資料) Jに見られる基本的な考え方

こ の指導資料は， 文部省 と してい じ め問題を初めて取 り 上げた も のであ る 。 r対人関係の未

熟 さ 」 を背景と し て挙げなが ら， 最近の い じ め は 「陰湿化J r屈折化J [，て き てお り ， それま

で の い じ め と は異な っ た様相を示 し て き でいる と 述べている。

そ し て， r �い じめ』の要因 と 背景J の 中で「い じ め る 子」 と 「い じ めちれる子」のそ れぞ

れの特徴を分析 し 「い じ め る 子J の性格は「よく しゃべ り J r よ く活動す る J r活発」 な児

童 に多く. 生活態度は「け じ め」 がなく， 忘れ物が目立ち， 行動が雑で無神経な面があ る ， と

指 摘 している。 ま た， rい じ め ら れ る 子Jの性格 は 「わがま ま で， 依存性J が強い こ と ， 気が

弱く過敏であ る こ と ， 本人の体力 ・ 体格や容貌な どか ら い じ めの対象にな り やすい と 指摘 し て

い る 。

こ の よ う な考え方は， 昭和53 ・ 54年 (第 l 期〉 のい じ め事件に見 られる 「い じ めーい じ め ら

れ る J 当事者関係が明確であ る と い う い じ めの特徴に着目 し た も の と 考え られる。

(2) 二つの通知文の基本認識の変化

「 児童生徒のい じ め問題に関す る指導の充実について (通知) J (昭和60年 6 月29 日 〉 の 中

の 「児童生徒の問題行動に関する検討会議緊急提言J と 「い じ めの 問題の解決の ために 当面取

る べ き 方策について (通知) J (平成 7 年 3 月13 日 ) の 二つの通知文に示さ れたい じめに関す

る 基本認識を比較す る と ， 平成 7 年 3 月の文部省通知文は， 次の 2 点で大きく異な っ ている。

第一は， r弱い も のをい じ め る こ と は人間と し て絶対に許さ れないjと の強い認識の下に，

い じ めが人権にかかわ る重大な問題であ り ， 社会で許さ れない行為は子供で も 許 さ れない と し

た こ と であ る 。 ま た， い じ めの構造に着目 し 傍観 し た り ， はや し たてた り す る 行為 も 同様に

許 さ れないと している。

い じ めの構造については， 昭和59年 3 月の文部省指導資料や昭和60年 6 月の通知文では「い

じ め-い じ め られるJ と い う 当事者の関係に注目す る ものであ っ たが， 平成 7 年 3 月の通知文

で は ， い じ め る者 と い じ め ら れ る 者の他に， それを傍観 し た り はや し たてた り す る者に も着目

し いわ ゆ る い じめの困層構造について指摘 している。

東京都教育委員会は既に， 昭和60年 5 月31 日 付の通知 「児童 ・ 生徒の問題行動の防止 と 健全

-48ー



育成の徹底につ いてJ の 中で， r加害J r被害J r周囲」 の児童 ・ 生徒 と い う い じ めの構造に

着 目 して指導する こ と を提起 し て い る。

第二は， い じ め ら れて い る子供の立場に立っ た指導を求めた こ と であ る 。 い じ め は外か ら 見

え に く い形で行われ る こ と が多 い こ と か ら， い じ めであ る か否かの判断はあ く ま で も い じ め ら

れてい る 子供の認識の問題であ る こ と を指摘 し て い る 。 い じ め に 関す る 平成 6 年度の文部省調

査が， い じ め ら れた児童 ・ 生徒の立場に立 っ て実施 さ れた こ と は既に述べた と お り であ る。

な お， 東京都教育委員会は， 昭和60年 5 月 の通知文で， r客観的事実」 の把握に努め る と と

も に い じ め ら れて い る子供の 「心理的事実に 耳を傾け る 」 こ と の重要性を指摘 し て い る 。

こ のよ う に現在の文部省の い じ め問題についての基本認識は， 昭和60 ・ 6 1年頃 と 比較す る と ，

い じ め る 子， い じ め ら れ る 子の性格がい じ め問題に深 く かかわ っ て い る と い う 認識から学級 に

お け る い じ めの構造に着目 して い る 。 ま す ま す潜在化 して き た い じ めの実態を的確に把握す る

に は， 学級におけ る 小集団内の構造に目を向けて い く 必要があ り ， 第2 章で述べた学級 に お け

る 人間関係を把握す る た めの調査を取 り 入れる こ と は重要で あ る (p. 40参照〉 。

(3) r�、じめの問題への取組の徹底について(通知) J (平成7年12月15日)の認識

文部省は上越市公立中学校 l 年男子生徒の 自殺事件を重視 し 改めてfい じ めの問題への取

組の徹底について (通知) J (平成 7 年12月 15 日 〉 を出 し た。 こ の 内容 は， 昭和60年 6 月 及 び

平成7年8月 の通知文 と 比較 して， 次の 2 点が異な っ て い る 。

第一は， い じ め に よ る 自殺をあ ら ゆ る 手段を講 じて防止す る こ と を最重点 と し て い る 。 こ れ

は い じ め に よ る自殺が増加 してい る現実を踏ま えた ものであ る。 第二は， 問題行動 と い じ めが

同時的に行われて い る場合のあ る こ と を指摘 し て い る 。 こ れは， い じ め事件第3 期の背景であ

る 校内暴力の増加を踏 ま え た も の と 考え ら れる。

こ の よ う に. 平成7年12月 の通知文は， い じ め に よ る 自 殺を防止す る こ と が緊急な課題であ

る と した こ と ， さ ら に， 校内暴力 と の関連においてい じ め問題を発見する 方法を示 し た こ と は.

当 面す る 状況に即 した通知 と し ての意義がある。

3 昭和60・61年の通知と平成7年3月の通知に見られる取組みの比較

(1) 学校の取組みとして平成7年の通知に新たに加わった内容

ア 保健主事の役割の重視 一保健室機能の向上一

養護教諭を校務分掌に よ り 適切 に位置付 け る と と も に， 養護教諭が得た情報が共有さ れ活用

さ れる よ う 工夫， 配慮す る こ と が重視 さ れる よ う に な っ た。 ま た， 心の健康教育の重要性に つ

いて， 教員の認識を深め， 学校医， 保健関係機関等と の連携， 協力を図る こ と . さ ら に保健主

事に養護教諭を充て る など， よ り 適切な人材を確保す る など， 臨時教育審議会第2 次答申が提

起 し た 「保健室機能の向上J を受け止めた内容が加わ っ た。 こ れは， 愛知県公立中学校 2 年男

子生徒の い じ め事件に おいて， 養護教諭が当該生徒の異常に気付 き ， 学年の教師に相談した り ，

カ ウ ン セ リ ン グを勧めた り し た に も かかわ らず， 当該生徒の指導につなが ら な か っ た こ と を踏

ま えて い る と 考え ら れる。

文部省は， 平成7年 3 月 28 日 ， 従来は教諭を も っ て充て る と してい た保健主事の資格条件を

「教諭文は養護教諭J と す る学校教育法施行規則の改正を行った。 東京都では， 既 に 「東京都
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区市町村立学校の管理運営の基準に関す る規則jにおいて， 養護教諭を保健主事に充てる こ と

が で き る措置を講 じてい る 。

イ 見えにくくなったいじめを究明する方法の提示 一事実関係の把握ー

愛知県公立中学校 2 年男子生徒のい じ め事件の場合， r殴 ら れている時， 先生は遊んでいる

と 判断 し たJ r暴行に は気付いていたがい じめ と は判断 し な か っ た J など， い じ めの把握や認

識が十分でなかっ た よ う であ る 。 平成 7 年 3 月 の通知は， い じ めの当事者だけではなく友人関

係 か ら の情報収集等を通 じて， 事実関係を把握す る必要性を指摘 している。

ウ いじめる側への指導の視点 一厳しい対応の必要性一

こ れま では， と も す る と い じ め ら れ る側の性格やい じ めの原因に言及 しがちであ っ た が， 平

成 7 年 3 月 の通知では， い じ めの非人間性に気付かせ， 他人の痛みを理解で き る よ う にす る と

と も に， 必要に応 じて出席停止の措置や警察等適切な関係機関の協力を得る などの対応を と る

こ と の必要性を指摘 している 。 こ れは， 臨時教育審議会第2 次答申が提起 している 「生徒等に

対 す る 出席停止の措置J を踏ま え た も の と 考え られる。

ヱ 家庭・地域社会の良きパートナーとして ー聞かれた学校一

愛知県公立中学校 2 年男子生徒のい じ め事件では， 地域住民か ら い じ めではないか と す る 情

報が教師に寄せ ら れていた に も かか わ らず， 学校 と しての具体的な対応に結び付かな か っ た。

そ こ で， 学校に寄せ ら れ る 情報に対 しては誠意あ る対応を行 っ た り ， 家庭や地域社会 に対 し

て学校の活動状況等について積極的に理解を求めた り して， 学校 と 家庭 ・ 地域社会がパートナ

ー と し て連携を 目 指す こ と を指摘 している。

(2) 教育委員会の取組みとして新たに加わった内容

ア 恒常的な支援と個別事件への支援 一指導・援助の強化ー

い じ め問題にかかわ る 学校に対す る 支援， 特に指導主事の学校への派遣については， 従来か

ら 提起 さ れて き た。 平成7年 3 月 の通知は， 学校への恒常的な支援 と と も に， 困難ないじめ問

題 を抱え る学校への速やかな担当指導主事等の派遣を指摘 し ている。

こ れは， 昭和60年 6 月の通知 と 比較 し て， 教育委員会が一段 と 機動的な指導 ・ 助言・援助を

行 う よ う 求め た ものであ る 。

イ あらゆる機会をとらえた研修の実施と内容・方法の工夫一研修プログラムの体系化一

昭和61年の東京都公立中学校 2 年男子生徒のい じめ事件に関す る 東京高裁判決 (平成 6 年 5

月20 日 ) は， 研修会にf校長， 教頭， 教諭が繰 り 返 し参加す る な ど していたJ に も かかわ らず，

学 校 と して 「適切な 問題意識を も っ て対処す る こ と を怠った」 と 指摘 している。 これまで， 教

育委員会ではい じ め問題に かかわ る 研修の重要性は指摘 し て き たが， 今後と も， 初任者研修や

現職研修， 管理職研修等それぞれの段階で， で き る 限 り 多 く の教師が受講で き る よ う にす る こ

と が大切であ る 。 その際， 経験年数や役割に即 し た研修プロ グ ラ ム を作成す る こ と ， 研修方法

に 事例研究や カ ウ ン セリ ン グ演習を取 り 入れ 一人一人の教師が実践的解決力を も ち ， 組織的

に い じ めの指導に当たれ る よ う にす る た めの研修を実施 していく こ と が求め られる。

ウ 家庭の教育力の活性化への支援

い じ め問題の解決に当 た っ て， 家庭の果たす役割は重要であ る。 そのため， 平成 7 年 3 月の

通知は， 教育委員会が保護者の学習機会や必要な情報の提供， 相談体制の整備， 父親の家庭教
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育への参加支援等， 家庭の教育機能の充実を図る ための啓発活動や支援方策を工夫す る よ う 指

摘 し て い る 。

(3) 教育委員会， 学校， 家庭の取組みの関連

平成7年 3 月の文部省通知文に示さ れた教育委員会， 学校， 家庭の取組みの関連を 【表4】

に示 し た。

【表 4 文部省通知文に示さ れた教育委員会， 学校， 家庭の取組みの関連】

学 校 の 取 組 み

(1)実効性あ る 指導体制の
確立

(2)事実関係の究明 と ， い
じめ る児童 ・ 生徒に対す
る適切な教育的指導

::�sr::: 臨海鋭敏治J合防透過jぉ ..，
.. .. ... ..持教賀絹銭的活動弱海実. ..
(4)積極的な生徒指導の展

開

泌総家庭i 議 : 治議68jK6議: き�m
;.... ...校当ffi準 法;総選 : む!窓弱努力 ..

教育委員会の取組み

(l) い じ め問題の解決に向
け た各学校の取組みへの
支援

(2) 効果的な教員研修の充
実

JSL::相談体制胸:寛鍵�jii j �j� ����l �� i� ��! � 
: 主主FU関係体選級事i極海
. ..三主 :鍔4陪号 :濃選 :る窓: 婆様抵数.1.t議動j鰐傍鰐:三. . : 
:三. .主三渋三三. .三 . .. .務ヨ菰E築 芯:訟

(白ω5日) 家庭の教育力の活性化
への支援

家 庭 の 取 組 み

(1) 家庭教育の重要性
の再認識

(2) 子供に と っ ての真
の『心の居場所』と
な る家庭づ く り

::(s.r:::地域活動;恨の親子 . .
; 訟での積極拘海参加........ .

※表中の網かけの箇所は連携・協 力 に 関する 内容を含む項目 を示す。

【表4】 か ら， 連携 ・ 協力 に関 し て， 次の こ と を指摘で き る。

ア 学校や家庭が行 う 連携・協力の取組みに対する教育委員会の支援について示 さ れていな

い。

イ 教育委員会の連携 ・ 協力 に 関す る 取組み と して， 地域に対する 取組みが示 さ れて い な い。

ウ 教育委員会， 学校， 家庭の取組みの相互の関連が明確で はない。

エ 教育委員会， 学校， 家庭等の連携・協力の体制づく り に関 す る 内容について示さ れてい

ない。

い じめ問題の解決の た め に は， 教育委員会， 学校， 家庭， 地域社会， 関係諸機関等の機能が

十分に発揮 さ れる こ と が必要であ る。 そのため， 後節に お いて各区や市の教育委員会の取組み

や学校の取組みの実際を探 る こ と に よ り ， 教育行政の果たす役割を明 らかに し た い。

【引用文献】

(剖) 東 京都教育庁 「平成6 年 度における児童・ 生徒の 問題行動の実態について」

平成7 年 1 2月

(注2) r朝日 新 聞J昭和5 3年 2月1 3 日付

(注 3) 別役 実 ， 芹沢俊介， 山崎 哲 『い じ め考』 春秋 社 . 1995年 5 月 . p.44........4 5  

(注4 ) r子どもの 問題行動事典J 北樹出 版 . 198 7年 10月. p.46 

( 注5 ) 文部省 「 生 徒指導上の諸問題の 現状と 文部省の施策につ い て J 平成7年 1 2月を基に作成

(齢) 別役 実 ， 芹沢俊介， 山崎 哲 『い じ め考』春秋 社 . 1 995年 5月. p.1 05 

(注7) r毎 日 新 聞 J 平成7 年 1 2月18 日付
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第2節 いじめ訴訟の判例が提起する学校教育の課題

こ の節 で は， 学校生活に かかわ っ て発生 し た い じめから， 民事上の損害賠償請求事件 と して

訴訟に な っ た例を. r 半IJ例時報』 や『半IJ例 タ イ ムズ』 に記載の判決文に基づ、いて分析し 学校

教育に求め られた課題を抽出し その課題に対す る教育行政 と しての対応策を考察す る 。

い じ め訴訟の判決文を分析す る 理 由 は， 裁判では， い じ め被害者の児童 ・ 生徒及びその保護

者が， 学校 (及びその設置者であ る地方 自 治体)の義務違反や不法行為を追及 し てお り ， その

主張と 反論の中に教育課題が見えて く る か ら であ る 。 ま た， 裁判では証拠に基づいた事実認定

を 行 う ため， 関係者の発言や主張は事実の裏付けがあ る も のが採用 さ れて い る こ と も ， い じ め

問題を考え る 上で貴重な資料であ る 。

分析の視点、 と し て は， 日 本弁護士連合会が『い じ め問題ハ ンド、ブッ ク 学校に子ど も の人権

を』の中で主張 し て い る r wい じめ』 に関する学校の義務J 借りを参考に し つつ， 次の点につ

い て分析し 【表 1 】 (p.57�p.58参照 ) の よ う に整理 し た。

① い じ めの事件は学校が安全保持の一般的注意義務を怠っ た ために発生 し た， と の 被害者側

の主張を裁判所は認容 し た か ど う か。

② 判決で は い じ めが発生す る 背景や要因 〈 日 本弁護士連合会の い う 「い じ めの本質J ) を ど

の よ う な 内容の も の と し て認定 し た か。

③ 生徒の行動がい じ め に 当 た る か ど う かを含めて， 生徒の動静を把握す る こ と に関し 裁判

所 は どの よ う な見解を示 し たか。
④ 学校 は い じ めの全容解明の努力をするべ き だ っ た， と の被害者側の主張を裁判所は認容 し

Tこかと‘ う か。
⑤ 学校は も っ と 効果的な い じ め防止措置を行 う べ き だ っ た， と の被害者側の主張を裁判所は

認容 し た か ど う か。

⑥ い じ めの事件をめ ぐ り ， 学校は保護者に報告し 保護者 と の協議を行 う べ き であ っ た， と

の 被害者側の主張を， 裁判所は認容 し た か ど う か。
⑦ 裁判所は 「い じめJ の と ら え方 に つ いて， どのよ う な見解を示 し たか。

⑧ い じ め と 自殺と の関係， 特に 自 殺の予見可能性について， 予見可能性はあ っ た と す る 被害

者側の主張を， 裁判所は認容 し た か ど う か。

こ の 整理を通 して， 明 ら か に な っ た こ と は， 第一に， 裁判で は 「 い じめ」 の と らえ方が変遷

し て い る こ と であ り ， 第二に. rい じ めに関する学校の義務J が示 さ れて い る こ と で あ る。 第

三に， 判決文では， い じ めが発生す る 背景や要因 (日本弁護士連合会の い う 「い じ めの本質J ) 

に つ いて， 論述が少な い点が注 目 さ れる。

1 rいじめ」のとらえ方の変遷

い じ めをめ ぐ る 損害賠償請求事件の判例を分析す る と . r い じめJ の と らえ方は幾度かの変

遷を経て い る 。 分析表の， 裁判所の い じ めにつ いての見解を判決日 の時系列でみて い く と ， 次

の こ と が分か る。

(1) 昭和56年の新潟地裁判決では. rグループに よ る継続的な非行J (注2) と 規定し い じ め
は. r非行J のー形態 と い う 見方であ っ た。 こ の こ ろ の判例 に は 「い じ めJ と い う 用語 は使用

さ れて お ら ず， 最近の い じ め の と ら え方で指摘 さ れて い る ， い じ めの問題点 (陰湿 さ ， 深刻さ ，

だれで も加害者や被害者にな り う る 点等〉 は裁判の関係者に認識 さ れていな か っ た と 思われる。
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(2) 次に， 児童 ・ 生徒聞の事故 と い う 偶発性を前提 と し た事故であ る と の見方が示 さ れた 。

例 え ば， 昭和60年 2 月 の長野地裁の判決では， 被害者は転校 し て き た直後から他の児童か ら 殴

る 蹴 る の暴行を受けていた事実を認定 し て い る が， 被告側の児童に「積極的な加害意思は認め

られな いので， けんか型又はリンチ型 (い じ め型〉 ではないJ r いたず ら型に属す る J 借り事

故であ る と の見方を し て い る 。 この見方は， い じ めはだれでも加害者や被害者にな り う る と い

う 点を考慮 し て い る ものの， い じ めが継続的に繰 り 返さ れ る意図的な加害行為であ る 点を軽視

し て お り ， この時点では， い じ め問題の深刻さ は， 裁判の関係者に十分に認識 さ れて い な か っ

た よ う に思われる。

な お， こ の事件では原告 (被害者側)の弁護人は r い じ め 」 と い う 用語を使用せず， 裁判

官が判決文の中でfい じめJ と い う 表現を用いて事件を総括 し て い る 。

(3) 現在の よ う なfい じ め」 の概念が初めて争点に な っ た訴訟は， 浦和地裁で、の三室小学校

事件で あ る 。 こ の訴訟の判決 (昭和60年 4 月 )で は， い じ め は児童間の偶発的な事故 と は区別

さ れ， r集中的 ・ 継続的な暴行文は悪戯J (注わであ る と さ れた。

こ の浦和地裁判決以降， い じ め訴訟の裁判は， 原告〈子供と その保護者)側 は 「 い じ め に よ

る 被害J の救済を訴え， 一方， 被告 (学校 と その設置者の 自 治体)側は， い じ めではな く 事故

だ と 反論す る か， あ る い は， い じ めであ っ た と しても. 学校側はい じめだ と認識で き な か っ た

のだか ら責任 は な い， と 反論す る展開にな っ た。

( 4) 前記の浦和地裁の三重小学校事件で は， 学校の安全保持義務違反が問われたが， い じ め

に かかわ る 直接の当事者 と しては担任教諭と 養護教諭の指導内容が問われ 学校全体 と しての

い じ め問題への取組みが問題に さ れたわけではな か っ た。 学校全体の問題と さ れたのは， 平成

2 年の福島地裁いわ き 支部の判決が最初であ る。

(5) 東京都の公立中学校い じ め訴訟の第二審 ・ 東京高裁の判決では， 被害生徒に対す る加 害

行為を具体的に詳細 に事実認定 し こ れを加害者と 被害者の人間関係， 当時の校内の状況等 と

の関連において評価 し い じ めの全体像の把握に努めてい る 。

2 いじめに関する学校の義務

日 本弁護士連合会はい じ め問題に関 して， 学校に は六つの義務 (安全保持の一般的注意義務.

「 い じ め」 の本質理解義務， 動静把握義務， 全容解明の努力義務， rい じめJ 防止措置義務，

保護者への報告 ・ 協議義務)があ る と 主張 し て い る が， こ の こ と は 【表 l 】 (P.57--p.58参照〉

の よ う に判決文の中にも同様の趣旨の こ と が述べられて い る 。

た だ し 判決文では f --の義務があ る J と 示 さ れて い る の は， ①安全保持の一般的注意義務

と ⑤ 「 い じ め 」 防止措置義務の 2 点であ り ， 残 り の 4 点については， r--すべき であ る 。 J f-

すべき であ っ た。 J f-- し な ければな ら な い。 J と い う 表現が用 い ら れてお り ， r.......の義務が

あ る j と い う 表現 と は異な っ て い る 。

いずれに しても， 学校に はい じ め防止のために六つの義務を果たすこ と が求め ら れて お り ，

こ の こ と 自体が教育委員会及び学校の課題であ る 。

3 判決文から抽出される学校教育の課題

(1 ) 事例研究

【表 l 】 (p . 57.......p.58参照)に ま と めた八つの民事裁判の事例の う ち ， 新潟地裁の昭和56年

の事例 について詳 し く 見ていく こ と にす る 。
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こ の事例を取 り 上げる理由は， 被害者が高等学校の生徒であ る点を除けば， 加害者が暴力に

よ る 身体的苦痛を与えて い る こ と ， 支配・非支配関係の強要 と 固定化がみ ら れ る こ と ， 金品の

要求等の恐喝行為があ る こ と ， 無視， 排除， いやが ら せが見 ら れる こ と 等， 東京都の公立中学

校 の いじめ 自 殺の事例 ( こ の事例では金品の恐喝の被害は報告 さ れていな い〉や， 愛知県の公
立中学校の い じ め 自 殺の事例 と 同様の い じ め加害行為があ る こ と に注 目 し た た めであ る 。

な お， こ の民事裁判の全過程でfい じめJ と い う 用語 は使用 さ れてお らず. r非行が繰 り 返

さ れJ r度重な る いやが らせJ (注oが行われた， と 表現 さ れて い る 。

公立高校生徒が 5 人の同級生か ら 暴行や脅迫， 金銭強要等を受け， 自 殺 し た事例

〈概要) X1• X2の長男で. Y県の設置する定時制農業高校の 4 年生であ っ た A男〈当時19

歳〉 は， 同 じ ク ラ スの B 男 ら 5 人か ら し ば し ば頭部， 顔面， 腹部等を手拳で殴打 さ れた り ， カ

ン パ し てくれ， と 重ねて金銭を脅 し取られた り ， 更に は級友の所持品の窃盗犯人に仕立て ら れ

た り す る な どの被害を受け， 登校 日 の放課後 に， 校内の生物部の部室で遺書を残 し て首つ り 自

殺 を し た。

そ こ でX1• X2は. A男の担任C教諭広は. A男が B 男 ら か ら度重な る いやがらせ等を受け

て， 自殺を も し かねない追い詰め られた心理状態であ る こ と は十分に予見 し 得 た はずであ る か

ら ， 被告側 はA 男の 自 殺防止のために必要な措置 を講ずべ き であ っ たの に こ れを怠った過失が

あ っ た と して， A男死亡に よ る 遺失利益等の支払いを求めた。

(事例か ら 抽出で き る教育の課題〉

ア いじめに対抗する問題解決能力の育成

自 殺した A男につ いて学校側 は本人は高等学校の生徒で あ る か ら. r 自 らの英知で 自 らを守

る すべを知 っ ていた筈であ り J (削 ) ， 問題を解決 し得る だけの 「精神的成熟度に達 して いた」

借りのであ る か ら ， 自 殺は本人の問題であ っ て， 学校側 には責任 はな い と 主張 し た。

し かし 裁判所はA男は 「絶望感に陥 っ たJ 借りた め に 自殺 し た. と 認定 し た。 すなわち，

い じ め に対抗で き る だけの問題解決能力を も っ て いた と はいえない. と と らえ た判決である。

教職員の課題と し て は， 加害者の B 男 ら に対 し， い じめを止め さ せ る 指導をどのよ う に行 う

べ き だ っ たか と い う 点 と ， 被害者側の A男の内面にい じ め に対抗する 問題解決能力を どの よ う

に育成すべ き だ っ たかが問われ る。

自 殺 し た A男は高等学校の生徒であ る と 同時に社会人 と し ての経験を一定程度つんでいた。

そ の A 男がい じ めの苦悩の中で 自 殺 し た のであ る か ら， 教職員 と しては. A男ほどに は年齢の

進んでいな い小学生や中学生の 内面に， い じ めに対抗する力を育成する こ と が急務であ る こ と

を深刻に受け止め る 必要があ る。

い じ めにかかわ る 問題解決能力の育成につ いての一つのヒ ン ト は A 男の残 し た 遺書であ る 。

(7)ジレンマの状態に ある自己

A 男 は遺書の中で， B 男 らの暴行， 脅迫を学校当局に通報 し た こ と は正 し か っ た と 主張 し つ

つ ， 一方でその通報のために B 男 ら が退学処分に な る か も知れな い こ と を気に掛けてお り ， B 

男 ら に 「 も し退学に な っ た ら一生お前に付 き ま と っ て や る 。 J (注2) と 詰問 さ れた こ と に対す る

自 分 な り の立場を決めかねてお り ， ジ レ ン マ の状態に陥 っ てい る 。

A 男 は学校において， ジ レ ン マ状態か ら脱出す る技法の指導と して何を学び， 何を身に付け

た であ ろ う か。 こ の技法の指導 と しては， 例えば道徳の時間にお いて価値葛藤場面 (友人 と の
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約束は守 る べ き であ る ， けれど もその約束と は級友の一人を無視 し よ う と い う 約束であ っ た等

の. 対立す る 価値を選択 しな ければな ら な い葛藤の場面) での話合いの指導や， 学級活動に お

い て対立す る 意見を調整する 指導等があ る 。

(イ)自己のマイナス・イメージへの対応

A 男は遺書の中で. B 男 らがA男に盗みのぬれ ぎぬを着せ た こ と に対 して4 自 分 は盗んで は

い な い こ と を強く訴えて い る 。 つ ま り ， 窃盗犯 と 疑われた 自 分が， も と も と 仲 の よ か っ た友人

か ら も マ イ ナ ス ・ イ メ ー ジを も たれ， 狙立 してい っ た こ と を強く気に掛けて いた。

他者が 自分に対 しでもつイ メ ー ジが， マ イ ナ ス ・ イ メ ー ジであ る場合に， どのよ う にその イ

メ ー ジ を修正 して いくかにつ いて， A男は どんな内容の学習 を し たであ ろ う か。

人権尊重の教育の内容で言えば， こ の こ と は， 差別的な イ メ ー ジや偏見を も たれた側 (被差

別の側) が， 偏見を もっ側 (差別す る 側〉 に対 して， 誤 っ た イ メ ー ジの不当性を どの よ う に訴

え， 修正 さ せていくか と い う 点 と 共通す る 。

(ウ)生徒の行動のパターンを生徒自身に事前に周知させる必要性

A男は 自 殺の直前は も と も と 仲 の よ か っ た クソレープの生徒た ち か ら も よそよそ しい態度を と

ら れ， 親 し い友人か ら も疎外 さ れ .孤立無援の状態に置かれた。 高等学校に入学 してか ら 4 年

近 く 交友 して き た仲間が離れて い っ たのであ る か ら . A男がふ さ ぎ こ んで し ま い， 家族に 「 学

校をやめたいJ と も ら し た心理はよく理解で き る 。

こ の こ と か ら抽出 さ れる 教育課題は. A男はい じ め問題に お け る 加害側の生徒の行動パ タ ー

ン 〈 ス ト レ スを発散 さ せ る た めの い じ め行動， 徒党を組んで勢力を誇示す る ためのい じ め行動，

周 囲に同調 し たためのい じ め行動等があ る こ と 〉 や周囲の生徒の行動パ タ ー ン〈傍観者 と し て

の行動. はや し立て る 観衆 と しての行動等) を知 っ て い た か ど う か， と い う 点で あ る 。 も し A

男がい じ め問題での周囲の生徒の典型的な行動パ タ ー ンを知 っ ていたのな ら， 孤立 し た こ と に

対す る衝撃 も 少なくてすみ， あ る程度見通 し を も っ て対応で き る 可能性が出てく る 。 も と も と

自 分の仲間だ っ た生徒に 自 分の立場を説明し 誤解を解くた めの はた ら き 掛けをする こ と がで

き たか も 知れな� '0 

し たが っ て， い じ め問題にかかわ る 生徒の行動バタ ー ン を普段か ら生徒に周 知 し ておく必要

があ る。

イ 生徒の内面への洞察の必要性

い じめにかかわ る指導をす る に際 して， も う 一つのヒ ン ト は， こ の事例 におけ る 加害者や被

害者の心理や背景に迫ろ う と すればす る ほ ど， 判決文の内容か ら 推察を し な ければな らなくな

る 点であ る 。 こ の こ と は現実 に 目 の前に い る い じ め に関係 し た生徒の心の真相に迫ろ う と す る

場合で も状況は同 じ だ と 思われる。 断 片的な事実や言葉の端々 か ら ， 生徒の心の奥を推察 し，

仮説をたて， 生徒自 身 も う ま く表現で き な い心理の も や も やを洞察す る努力を積み重ねる 必要

があ る 。 A 男の学校の教師がA男の内面につ いて理解 し よ う と 試みた形跡はな い。 い じ めの指

導の第一歩は生徒の心を洞察す る こ と であ る 。 客観的， 実証的な い じ め把握があ る と すれば，

その前提 に は個 々 の生徒の内面への洞察がな ければな ら な い。

そ こで， 教師は普段行 っ て い る 児童・生徒理解の努力に加えて. い じ め問題に即 し て児童 ・

生徒の内面を洞察す る こ と に努め る 必要があ り ， その こ と を 目指 し た研修と そのた めの教材の

作成が必要であ る 。

(2)福島地裁いわき支部の判決が提起する学校及び教育委員会の課題

福島地裁の い わ き 支部の判決 〈 こ の事例 も ， 暴力 に よ る 身体的苦痛， 支配 ・ 非支配関係の強
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要 と 固定化， 金品の要求等の恐喝行為等の いじめ加害行為がある点， 東京都の公立中学校の事

例 及び愛知県公立中学校の事例 と 似て い る 。 〉 に即 し て， 教育委員会及び学校の課題を整理す

る 。 こ の い じ め事件はいわ き 市の公立中学校で起 こ っ た こ と であ る が. そ こ で提起 さ れた問題

点 は， すべての学校や教育委員会に と っ て も共通する課題であ る よ う に考え られる。

ア 教職員研修の在り方

市の教育委員会か ら学校に宛て， い じ め問題の指導や対策に関す る 文書通知が発せ ら れ そ

れを受けて学校側 も校内の職員会議や生徒指導委員会等で通知文書が配布さ れ. 校長か ら 各担

任 に 対し， 各学級での実態把握 と 指導を指示さ れていたが， 各担任か ら はい じ めの該当事例 は

な い と 報告 さ れた。 こ の こ と か ら， 教職員 らの間で全校的に い じ め問題を解決 し よ う と す る 共

通認識がな か っ た と指摘さ れており 共通認識をもつ ための教職員研修の在 り 方が課題 と し て

示 さ れた。

イ いじめ問題解決への教師の力量形成

い じ めの加害者側の生徒の言い訳を も と に して， 事実確認をす る こ と を怠 っ て いた こ と ， い

じ めの被害者側の生徒が強要 さ れて行っ た問題行動について， その動機の説明に矛盾があ る に

も かか わ ら ず聞 き 流 し て し ま っ た教師の存在等が指摘 さ れてお り ， 個 々 の教師のい じ め問題解

決への力量が問われて い る 。

ウ 問題行動への組織的な対応

い じ めについては， 校内で抽象的に はふれ られでも 具体的に協議 さ れた り ， 解決に向 けて

全校的な行動 と し て取 り 組 ま れた り し た こ と はなかっ た。 生活指導上の問題が保護者や生徒か

ら も ち 込 ま れ る ， 教師 らが問題を発見す る な どの場合は， 一次的に は担任に お いて責任 を も っ

て指導 し解決す る こ と に な る 。 し か し こ れで解決で き な い と き は， 担任が生徒指導主事に報

告し 生徒指導委員会で協議 し 学校全体で取 り 組む こ と と さ れていた。 そのため， 問題行動

が教師個人の段階で断 片的に把握 さ れる に と どま ってお り ， 指導 も 一時的な 口頭注意で終わ っ

て お り ， 学校側がい じ めの全体像を把握 し に く い指導体制であ っ た。 こ の こ と か ら ， 問題行動

への組織的な対応の仕方を整備する こ と が求め られている。

ヱ 児童・生徒の内面的ないじめ抑止力の育成

児童 ・ 生徒の一人一人がい じ めの醜さ ， 残酷さ を内面化 し い じ めの被害者の苦悩に共感 し，

い じ めを し な い， さ せない. 許 さ な い精神的な成熟度を高めて い く (すなわち， 人権意識を高

め て い く ) 必要があ る。 その た め に は， ジ レ ン マ状況か ら脱出す る指導， 自 己の マ イ ナ ス ・ イ

メ ー ジを回復 して い く 指導， 自 己だけではな く 他者の マ イ ナ ス ・ イメ ー ジを回復す る ための援

助行動の指導， い じ めを め ぐ る 児童 ・ 生徒の行動ノfタ ー ン を児童 ・ 生徒自 身が前 も っ て理解 し

い じ めに かかわ る人間関係を調整す る 能力 を育成する指導等が必要であ る。

【引用文献】

(注1 ) 日 本弁護士連合『い じ め 問題ハンドブック

(控2 ) 『判例時報J 1 0 3 1号 p. 163 

(注3 ) 『判例時報J 1 1 5 9号 p. 77  

( 削) 『判例時報J 1 0 3 1号 p. 162 

(在5) 『判例時報J 1 0 3 1号 p.164 

学校に子どもの人権をJ p.58--63 
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第 3節 いじめ問題の解決に向 けた教育行政の役割 と課題

い じ め問題の解決を 目指すため に は， 教育委員会と 学校等が相互に連携 ・ 協力 して い く こ と

が必要であ る。 そのために， 教育委員会はい じめ問題の解決に必要な諸条件を整備 ・ 充実 し て

いかな く てはな ら な い と 考え， 次の三つの事項につ いて追究す る こ と に し た。

① い じ め問題の解決に向けての教育委員会及び学校の取組みの現状 と そ の特色につ いて把握

す る 。

② い じ め問題の解決に向けて， 教育委員会と 学校， 家庭， 地域社会が どのよ う に連携 ・ 協力

し て い る かを明 ら かにする。

③ い じ め問題の解決に向け た教育行政の課題 と 対応を検討す る。

1 教 育委員会及び学校の取組み状況

(1 ) 東京都教育委員会の取組み状況

東京都教育委員会は， 10年前の東京都公立中学校の い じ め事件の判決を受け， 平成 6 年 5 月

31 日 に 「児童 ・ 生徒のい じ めの問題等に関する指導の徹底についてJ の通知を出 した。 そ の後，

愛知県公立中学校の い じ め事件に即応 し た 文部省通知 (平成 6 年12月 1 6 日 〉 に基づ き ， 平成 6

年12月21 日 に 「 い じ め問題について当面緊急に対応すべ き 点についてJ の通知を出 した。 同時

に ， 区市町村教育委員会， 公立学校でのい じ め総点検の取組み状況の調査を依頼 した。 平成 7

年 1 月 10 日 に は， 知事を本部長 と す る 「東京都い じ め問題緊急対策本部J が設置 さ れ， 次の

「 い じ め問題の緊急対応の考え方J を示 した。

ア 「学校， 教育委員会の取組み」 に ついて

(7) すべての学校は， 自 らの学校に も い じめがあ る のではないか と の問題意識を も っ て，

直 ち に学校を挙げて総点検を行 う 。

(イ) 社会で許さ れな い行為は子供で も許されな い と の観点、か ら ， い じめを絶対に許 さ な

い指導を徹底す る 。

(ウ) 児童 ・ 生徒がいつで も相談で き る 雰囲気を醸成す る。

(エ) 教育委員会は， 区市町村教育委員会と連携 し こ れ ま で・の取組みにつ いて見直 し

指導を改善 ・ 充実す る。

(オ) 教育委員会は， 指定校の変更措置の有効な活用 を含め， 柔軟な対応を図 る。

イ 「相談機能の整備 ・充実J に ついて

(7) 教育委員会 と 関係局等は， 国や区市町村， 関係機関 と の緊密な連携 ・ 協力の下に，

相談機能を緊急に整備す る と と も に， その所在地等につ いて， 周知や広報の徹底を図

る。

(イ) 中長期的に， 相談機能の整備 ・ 充実に努め る。

ウ 「普及 ・ 啓発の充実」 に つ いて

(7) 子供た ちが相互の人格 と 人権を尊重 し， ま た， 子供の人権が社会的に も尊重 さ れ，

い じ めがな く な る よ う ， 家庭におけ る教育， し つ けの重要性を踏ま えて， シ ン ポ ジ ウ

ム の開催や啓発冊子の配布な ど， 普及 ・ 啓発の取組みを充実する。

nud
 



(イ) 学校の教職員をは じ め， 都及び区市町村の関係職員， 関係団体 ・ 民聞の指導者等に

対 して， 研修会 ・ 講演会等の充実を図る。

上記の 「 い じ め問題の緊急対応の考え方J に基づいて， 東京都教育委員会は， 既存の事業を

見 直 し 新規事業 も加え， 改善 ・ 充実を図 り なが ら ， 【表 1 ] に示 し た 「平成 7 年度 東京都

教育委員会の い じ め問題緊急対策事業J を実施 し て い る 。

相談事業では， 既存の事業において も対応でき る よ う に し 新たに い じ め相談窓口 を設け る

な ど， 緊急に相談機能 陪 1 平成 7 年度 東京都教育委員会のい じめ問題緊急対策事業 (教育庁関連〉 】

の整備を図 っ てい る。

さ ら にt r い じ めの相

談 窓 口 の広報 リ ー フ レ

ッ ト J な どに よ っ て，

所在地等につ いての周

知 の徹底を図 っ てい る。

都立教育研究所内 に設

置 し た 「 い じ め相談室」

で は， 平 日 (9: 00"'20: 00)

と 休 日 (9 : 0ト17 : 00) に

開設す る こ と に よ り ，

いつで も相談で き る体

制 を整えて い る 。 同時

に ， 必要に応 じ東京都

教育委員会か ら 区市町 (平成7 年度 東京都教育委員会のいじめ問題緊急対策事業より作成)

村教育委員会を通 し て， 当該の学校の対応が改善 さ れる よ う はた ら き 掛け る シ ス テ ム と な っ て

し 、 る 。

相談を開始 し た平成 7 年 1 月 30 日 か ら平成 8 年 1 月 29 日 ま で. 1 年間の相談件数は1 . 1 1 1件

で あ り . そ の内， い じ め に 関す る も の は 764件(69児) であ っ た。 さ ら に， 都立教育研究所 ・ 都

立多摩教育研究所においては， 相談内容に よ っ て， 電話に よ る助言. よ り 適切 と 思われる他機

関への紹介， 来所相談に分けて対応 し て い る 。 特に， 来所相談はい じ め られてい る子への カ ウ

ン セ リ ン グな ど， 継続的な心理療法を中心に行 っ て い る 。 い じ めに関す る来所相談は62件 (平

成 6 年度〉 あ り ， 前年度よ り も 2. 4倍増加 してい るD

普及 ・ 啓発 ・ 指導の事業では， 人権尊重の精神の育成， 家庭教育の振興等を図る と と も に，

既存の事業を含め， 様々 な機会を通 じて， い じめ問題に関す る普及 ・ 啓発活動を行 っ てい る 。

上記 【表 l 】 中の シ ン ポ ジ ウ ム等は， 児童 ・ 生徒， 保護者， 教職員， 都民等を対象 と し てお り ，

合計す る と 約 5. 320名の参加者数 にな っ た。 【表 l 】 中の教職員に対す る 研修と して， 現職研

修 I 部， ス ク ー ルカ ウ ン セ ラ ー研修会等を実施 し てお り . 3. 400名以上の教師が参加 し， い じ

め に関する教師の指導力の向上を図 っ て き たが， 学校か ら は ス ク ールカ ウ ン セ ラ ー研修会に参

加で き る機会を多 く す る よ う 強 く 求め ら れてい る。

関係団体と の協力事業では， い じ め問題に関す る連絡 ・ 協力のた めの組織を設け る な ど し て，
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連携を図 っ て い る。 前ペー ジ 【表 1 】 中の 「 い じ め対策関係機関協力会議J (国及び都の関係

機関， 区市町村教育委員会， 学校. P T A 等の関係者， 関係局及び教育庁〉 は， 協議を重ね，

平成 8 年 1 月 30 日 に r rい じめ問題』 の解決に向けた学校 ・ 家庭 ・ 地域社会， 関係機関の連携

・ 協力のために」 の提言を発表 し た。 地域におけ る学校 ・ 家庭 ・ 地域社会， 関係機関の連携 ・

協力の在 り 方 と そ の具体化の ための方策な どを中心に提言 し い じ め問題の解決に向けた具4体

的な取組みの促進に努めている。

こ の よ う に， 東京都教育委員会は， 緊急に各事業の整備 ・ 充実， 一体化を図 り ， 様々 な機会

を通 じて， い じ め問題に関す る 取組みを継続的に行 う と と も に， い じ め は どの学校に も 現 に あ

る . ま た， どの子供に も 起 こ り う る 問題であ る と の認識に た っ て， 中 ・ 長期的な対策等の課題

を 検討 し て い る と こ ろであ る。

(2) 区市教育委員会の取組み状況

い じ め問題の解決に向けて， 区市教育委員会に おいて も， 様 々 な取組みを実施 し て い る 。 東

京都教育委員会の調査結果 ( rい じ め問題に対す る 区市教育委員会の取組み状況」 対象 : 23区

及 び27市教育委員会 平成 7 年 5 月 に調査〉 に よ る と ， 下記の 【表 2 】 の と お り であ る 。

こ こ では， い く つか

の区市教育委員会の取

組みにつ いて， 事例を

基に述べる。

相談事業について，

G 市教育委員会は， 平

成 6 年12月 19 日 に 「 い

じ め110 番J を開設 し

た。 以来， 平成 7 年1 1

月 現在で累計 355件 も

の電話相談を受けた。

こ の相談の中で， い じ

め に よ る 自 殺を考えて

い る 生徒が分か り . G 

市教育委員会は学校と

連携を と り . 自 殺を未

然に防 ぐ こ と がで き た。

【表 2 い じ め 問 題 に 対 す る 区 市 教 育 委 員 会 の 取 緩 み 状 況 (概 要 ) 】
事 業 区 分

相 畿 司J • 

普及 . ä'発 ・ 指導

関係団体との協力

そ の 他
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(東京都教育委員会の調査結果 平成7 年 5月よ り作成)

こ の よ う に. 電話相談を き っ かけ に， い じ めに よ り 死に至る こ と を防 ぐ こ と がで き た例 も あ

り ， 相談窓口 の設置及び関係諸機関と の連携 ・ 協力の充実は重要であ る 。

普及 ・ 啓発 ・ 指導事業において. F 区教育委員会では， 標語， 作文等の募集の取組みを し て

い る。 こ の取組みは. 児童 ・ 生徒がい じ めを真剣に見つめ互い に思いや り のあ る 行動が と れ る

仲 間づ く り を 目指 し， い じ め問題に関す る 意識の高揚を図 る こ と を 目 的 と し た ものであ る 。

同区のA 中学校では， 校内の生活が荒れてい る ため， 生活指導の一環 と し て， 生徒会中心の

「 い じ め防止J の取組みを始めた。 その 内容は. ①生徒の 白 か ら 見たい じ めの調査の実施 ② 

「生徒会だ よ り 」 に調査結果を載せる ③ 「 い じ め防止J の標語の募集 ④標語の優秀作品を

- 61 -



「生徒会だよ り J に載せ る な どで あ る 。 こ の学校の取組みに応えて， F 区教育委員会で は， 標

語募集を行 っ た。 A 中学校は， 学校 ぐ る みの取組みか ら多数の標語を出品 し た。 こ れを き っ か

け に， 生徒は 自 ら の考えの本音を語る よ う に な り ， 教師はい じ め に対する生徒の受け止め方を

知 る こ と がで き た。

教育委員会は， 各学校の取組み状況を把握す る と と も に， そ の取組みを支援す る事業を実施

し て い く こ と が重要であ る 。

関係団体と の協力事業では， 新た に対策委員会等を設置 し た り ， 既存の青少年問題協議会，

地域懇談会， 家庭教育学級等の組織を生か し た り して， 緊急に連携を図 る よ う に努めて い る 区

市教育委員会があ る 。 し か し 本研究の調査委員 (次ペー ジ r(1) 教育委員会 と 学校 と の連携・

協 力 に関す る 課題J 参照〉 か ら の 聞 き 取 り に よ る と ， r地域での子供た ちの情報が学校に入 ら

な い。 J r保護者は 自 分の子供がい じ めの被害者にな ら な い と 連絡 し な い。 j 等の声があ り .

必ず し も ， 家庭や地域社会での子供の様子が学校に情報 と して提供 さ れてい な い現実があ る 。

(3) 学校の取組み状況

い じ め問題への各学校の取組みの概要は， 東京都教育委員会の調査 ( r い じ め問題への取組

等の調査J 結果について 平成 7 年11月 l 日 〉 か ら知 る こ と がで き る 。 こ の調査は， 平成 7 年

6 月 に 都 内 公立小学校

( 1 .  406校 ) ， 中学校 | 調 査 項 目
( 666校) ， 都立高等学校

〈 全 日 ・ 定時制 321";校) ， 

都内公立盲 ・ ろ う ・ 養護

学校 (61校) で実施 し た

「 い じ め点検月 間J 終了

時 に 行 っ た も のであ る。

調査結果か ら該当項目を

取 り 上げたのが， 右記の

【表 3 】 であ る 。

い じめの発生件数が増

加 し て い る現状や 【表 3 】

中 の 「今後， 新た に予定

し て い る取組みの内容J

に あ る よ う に， い じ め問

題 に 関 して学校全体で取

り 組むための研修会を行

い， 一人一人の教師の対

応だけ に と どま る こ と の

な い よ う ， 学校の指導体

制を確立 し 家庭 ・ 地域

【表 3 い じ め 問 題 へ の 各 学 校 の 取 組 み ( 続 嬰 ) 】
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2 連携 ・ 協力体制の活性化と教育行政の果たす役割

今 ま で述べて き た よ う に， い じ め問題の解決に向けて， 教育委員会は相談， 普及 ・ 啓発 ・ 指

導， 関係団体 と の協力等， 諸事業の一体化を図 り ， 継続的に取 り 組んでい る 。 学校に お いて も.

「教師は い じ めの早期発見J r児童 ・ 生徒か ら の訴え ・ 相談や報告を し っ か り 受け止め る J こ

と に努め る な ど， 重点的に取 り 組んでい る 。 し か し 前述の 「 い じ め点検月 間j において. 学

校が把握 し た い じめの件数は全体で 1. 669件であ り . その う ち ， 平成 7 年 6 月 末現在， 学校が

把握 し た い じ めで解消 さ れて いな い も の は， 全体で 660件であ っ た。 教育委員会や学校の取組

み に も かかわ らず， い じ め は解消 さ れていない。

前述 し た学校の取組みの調査 と 教育委員会の取組みを重ね合わせてみる と ， 学校で， 今後，

新 た に予定 し て い る 取組みで多 いの は， い じ め問題につ いての共通理解の徹底， 家庭や地域 と

の連携 ・ 協力の場の設定等 〈前ペー ジ 【表 3 】 〉 であ る 。 こ の こ と につ いて， 教育委員会 は，

既に， 通知文， 指導資料等において周知徹底 し て い る と こ ろで あ る が， そ の飽 旨徹底の仕方や

学校の受け止め方等， 教育委員会 と 学校 と の連携 ・ 協力に課題があ る と 考え られる。

そ こ で， こ こ では， 教育委員会が ど う 学校の取組みを支援 し 学校 と の連携 ・ 協力を図 っ て

い る のかに着目 して課題を整理 し， い じ め問題の解決に向け た教育行政の果たす役割を検討す

る こ と に し た。

11) 教育委員会と学校との連携・協力 に関する課題

教育委員会と 学校と の連携 ・ 協力 に関す る課題を. 次の 4 点につ いて調査 し た。

調査の事項は， 文部省の 「 い じめ問題への取組につ いての調査J (平成 6 年12月 16 日 付) の

内容に準 じて， ①実態調査等の実施 ②通知文 に よ る 周知， 指導資料等の作成 ・ 配布 ③研修

会等の実施 ④関係諸機関 と の連携 の 四つである。 こ の四つの事項を基に. 教育委員会の取

組みに対する学校の教職員の受け止め方 と い う 連携上の課題 も視野に入れなが ら追究 し た。 調

査の方法は次の 2 点で あ る 。

第一は， 昭和61年に起 こ っ た東京都公立中学校 と 平成 6 年の愛知県公立中学校の い じ め事件

に 関す る 文献 (朝日 新聞社会部 ・ 著 f 葬式 ご っ こ J ， 毎 日 新聞社会部編 f 総力取材 「 い じ め J 事

件J ) を中心に 二つの事件にふれた他の資料 も併せて， 教育委員会 と 学校 と の連携 ・ 協 力 に 関

す る 課題への指摘を整理す る こ と で あ る 。

第二は， 調査委員への聞 き 取 り 調査であ る 。 ①聞 き 取 り の視点や項目等を設定す る ため に，

都立教育研究所の指導主事， 教員研究生等への聞 き 取 り ②区市教育委員会 と 学校と の連携 ・

協 力 と い う 視点、か ら， 同一区市の校長， 教頭， 教諭， 指導主事への 聞 き 取 り ③東京都教育委

員会の施策実施上の課題について， 東京都教育委員会指導主事への聞 き 取 り ④私立学校の い

じ め 問題への対応について， 私立学校関係者への聞 き 取 り を行 っ た。 その合計は計31名であ る 。

そ の結果， 教育委員会 と 学校 と が連携 ・ 協力 して い く 際の問題点は， 次のよ う に整理す る こ

と がで き る。

ア 実態調査等の実施 について

実態調査については， そ の的確性に関 し て 「中野富士見中事件で は 『葬式 ご っ こ 』 を は じ め.

学校か ら の報告のな い実態が， 次々 に報道 さ れた 。 J (住1 ) r い じ め調査で も学校 (教師〉 に 聞 く

と 認識が低 く ， 子供に聞 く と 高い。 J (注2) と 「実態と 官庁統計に は， 多かれ少なかれギ ャ ッ プ
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が あ る こ と は否定で き な いが， rい じ め』 統計のギ ャ ッ プ は余 り に大 き す ぎ る 。 J (削 ) 等の指

摘 が あ る 。

学校は， 実態調査に よ っ て 「 い じ めが発見で き た。 j " r い じ めに対す る教師の意識が高 ま っ

た。 」 と 受け止めて い る 一方で， r調査のね ら いがあ い ま いであ る 。 J r調査結果を指導に役

立 て る よ う に し た い。 J と い う 声 も あ る 。 さ ら に， い じ め の と ら え方にかかわ っ て 「教師聞の

い じ め に関す る 意識のずれが大 き い。 J r教師の中には， 失敗や問題を知 ら れた く な い と い う

意識がはた ら し 」 と い う 声 も あ っ た。

イ 通知文によ る周知， 指導資料等の作成 ・ 配布について

通知文に は. い じ め問題の解決に 向けた学校の指導の基本方針や対応策， 教育委員会 に よ る

学校への支援等の内容が述べ ら れて い る 。 と こ ろが， 聞 き 取 り 調査では， 通知文についての各

学校の受け止め方は様 々 で あ る 。 rい じ め問題に対 して意識的に取 り 組めた。 J r効果があ っ

た。 特に， 休み中の過 ご し方等の指導に生かせる。 J と い う 一方で， r こ の程度の内容につい

て は分か つ て い る 。 J r学校は忙 し い ので， 言われた と お り に はで き な い。 J と い う 受け止め

方 も あ る 。

通知文の内容に即 し て具体的な取組みの方法等が盛 り 込 ま れて い る のが， 教育委員会作成の

指 導資料等で あ る 。 指導資料等につ いて は， r三月 の文部省の 『い じ め対策緊急会議』 がま と

め た報告書は， こ れ ま で と 同 じ よ う に学校万能論に惑わさ れた実効性の な い も のだ っ た。 J (注4 )

「行政の文書や資料を読み ま したが， た し かにい じめについての基本的な こ と は指摘 さ れて い

ま すが， あれで， 先生方がい じ めの深刻さ に気付 く と い う わ け に は いかな い と 思い ま す。 J (並り

と い う 指摘 も あ る 。

指 導資料等の作成 ・ 配布に当た り ， 多 く の区市町村教育委員会は各学校が活用 し やすい よ う

工夫に努めて い る が， 学校の受け止め方は否定的な ものが多 い。 「具体的な取組みが見えな い 。 J

f一般的な 内容であ る 。 J r し 、 じ め は多種多様なので役に立た な い。 J 等である。

ウ 研修会等の実施 について

研 修会について はJ区教委の研修が多す ぎて生徒の 自 習が多 い. と も いわれた。 J (削) rな る

べ く 教師の近い場所で， で き る こ と な ら研修の 『出前』 をする ほ どの覚悟が必要だろ う 。 J (注7 )

等， 研修会の量や場所につ いての指摘があ る 。

研修会についての学校の受け止め方はI r多 く の教師に研修の機会を与えて ほ し い。 J r 各

学校の実態に即 し た具体的な事例を取 り 上げてほ し い。 」 と い う 要望があ る一方， r い じめ問

題への必要性は感 じていて も ， 忙 し く てなかなか参加で き な い。 J と い う 声 も あ る 。

エ 関係諸機関との連携 について

学 校 と 家庭 (保護者や保護者同士) の連携については. r親同士が信頼 し て い な か っ た。 fい

じ めの構造』 が親た ち ま で， 支配 してい たのだ。 J (注8 ) r保護者会に. 十人 も 出席すれば， い

い 方。 J 借り等， 問題点の指摘があ る 。

一方， い じ め問題対策協議会等の取組みについて， 区市町村教育委員会は， r様々 な立場の

方 か ら の意見が集約 さ れ役に立つ 。 J r具体的な提言が出 さ れる ので， 方向性が明確であ る 。 」

と 評価 し て い る 声が多い。 一方. 学校はI r学校か らの声が協議会にお いて吸い上げ ら れて い

な い。 J r協議会の提言等 は 自 分や 自校の こ と と して問題を と らえ られない。 」 と い う 声 も あ
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る 。 こ れ は， 教育委員会と 学校， 地域社会 (青少年委員， 児童委員等) ， 関係諸機関 (地区委

員会， 警察等) の連携 ・ 協力の実効性についての指摘であ る。

学校の相談活動 については， r関係諸機関と 連携を図 り ， 専門の相談員を配置 して ほ し い。 J

「児童 ・ 生徒が気楽に相談で き る相談体制をっ く り た い。 J と い う 声がある。 区市町村教育委

員会が関係諸機関 (児童相談所， 教育相談室等) と 連携 し て， 学校の相談体制へ支援 し て ほ し

い と い う 要望であ る。

こ れ ま で述べて き た指摘や問題点は， 下記の 【表 4 】 に示す よ う に， い じ め問題の取組みに

対する①質の問題 ②量の問題 ③効果の問題 ④自 ら の課題 の 4 点に集約で き る。 し た が

っ て， 教育委員会の取組みを こ の 4 点に基づいて見直 し を 図 以 問題点 と 課題を 明 ら かに し て

い く こ と が必要で あ る 。

【表 4 教 育 委 員 会 と 学 校 と の 連 機 ・ 悩 カ に 関 す る 問 題 点 等 と 課 題 】

� 童話E 量量 交カ S畏 自 ら の 重県 高蓋
間 - い じめ調査で も教師 • t華々 な調査があ り . - い じめが発見でき た - 教師の中には， 失敗

実
態

題 に聞〈 と認識が低 < . 量が多す ぎる - い じ めに対す る教師 や問題を知 られた く な
点 子供に聞 く と高い の意識が高ま っ た い と い う 意識がは た ら

調 等 - 調査結果を指導に役 く
査 立てる よ う に したい
の . ‘ ・ ・ ・ ー . .・・ ・ ・・ ・ ・ 崎 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . ， . 帽 . . 世・ ー ・ ー ・ . . - . 帽 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 圃 ・ ・ ・ . . . - .-. 日 ・ ・ ー・ . . . .噌・・ー・ ー . .咽・ ・. . . <・ ... 悼 - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . ・ . . . . ・ ・ ・ ・ . . . . '・. . . ・ ・ . -

実 課 [>教育委員会や学校は. 実態調査等の趣旨 ・ 内 [>教育委員会は， 実態調査等の結果を集計分析
施 �等. 調査対象者の十分な理解を得て実絡す否 し. 学校における指導に役立てる

[>教育委員会は， 日常的に学校訪問など して，
題 学校と連携を図り ， よ り 的確に実態を把握する

指通 - この程度のこ と は分 - 分量が多すぎるので . l貧富銭的に取り緩めた - 学校は忙 しいので言
導知 間 かっている 読まない - 活用 しやすいよ う に われた と お り にはでき
資文 題 - 具体的な取組みが見 工夫がさ れてい る な い
料に 点 えない
等 よ 等 - い じめは多種多機な
の る ので役に立たない
作周 . . ・ ・ . . . . .. . . .. . . ー - - - - . .. . _ ，坤 ・ ・ F ・ ・ 『 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . 園 田 ・ ・ 唱 団 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ E ・ ・b 叩 -ー----- - ー ・ ・ ‘ ・ ー ー . . . ...・・ ・，. . . ‘. . . . . .・_. . .. ー ・ ・ ・ ー ・ ー ・ ー・・・・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ - _ . _ . ・ ・ ・

成知 課 [>教育委員会は. 具体的で実証的な指導資料等 [>教育委員会や学校は [>一人一人の課題と し
. 、 の作成に当たり . 分量に も配慮 して工夫す る 通知の趨旨徹底， 内容 てと らえられる よ う な

自己 理解を図る ための伝達 場を役定する
布 題 の場と方法を工夫する

問 - 各学校の実
事

態に即 し - 研修会が多すぎで生 - な る べ く 教師に近い - い じめ問題への必要
研 題 た具体的な 例を取り 徒の自習が多い 場所での研修会を設置 性を感 じても ， 忙 し く
修 点 上げる する てなかなか参加でき な
� 等 い
等 - ・ ・ . . . ー ー . . . . . . - ・ ・ 叫 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー - - - - - . ・ . . . . - - . . _ - - - ・ ・ ・ . . . . - ・ ・ . . . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ - ' . . .. . - _ - . _ . . 且 ・ ー ー ‘・ . - . . . - ・ 4・ + ・ e ・ ・・ ・ ・ . - 帽・ ー ー.. . . . . 悼 ・ ー ・・ ー -・ ・ ・ ・ ・ ・ ，・ ・ ・ ー ・ ・ . . . .

の [>教育
施

委員会は，研修 [>教育委員会や学校は. 一人一人が研修会に参 [>教育委員会は， 参加
実 線 会の実 に際 して. 各 加でき る体制を支援する 者が自 らの繰越と し て
施 学校のニーズに却 し た 学べ， 実践に生かせる

具体的な事例を取り 上 よ う な研修会を設定す
げる る

題 じ〉講義形式でない形態
を工夫する

関 - 具体的な提言が出さ - 微々 な立場の方か ら - 協議会の提言等は 自
係 間 れるので， 方向性が明 の意見が集約され役に 分や自校の こ と と して
諸 確であ る 立つ 問題を と らえ られない
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関 会において吸い上げ ら
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整 練 [>教
実
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的

員会や学校は， 家庭， 地域社会， 関係諸機関の連携を具体的に促進する ために， 日常的
備 際 なネ ッ ト ワ ー ク をつ く り ， 関係者によ る地域の逮絡会議を股置す る

題 [>教育委員会は， 学校と教育相談の関係者とが也泊する 場を設置 し ， 対策検討会議を設置す る

no
 



(2) 連携 ・協力体制の活性化に向 けた教育行政の役割

こ こ では， 教育委員会 と 学校の取組みにおけ る連携上の問題点、につ いての指摘を取 り 上げ，

連携 ・ 協力体制の活性化に向け た教育行政の役割を明 らかにする。

「教育委員会が現場を支援 し よ う と す る と ， 管理だと い う 。 学校の対応について改善す る よ

う に助言す る と 干渉だ と い う 。 校長に はそ う L 寸 意識はない と して も職員室に は誤解が感 じ ら

れ る 。 J (在 1 0 ) r も う 一つあげてお き た い学校の特質があ る。 それは， よ く な い こ と ， 好ま し く

な い こ と を教師が 自 分の枠のなかに と め置 く ， 隠 してお く と い う 習慣が存在 し て い る ， と い う

こ と で あ る 。 J (控1 1 ) r適切な対応や克服の道を見いだそ う と はせず， 教委 ・ 学校の体面や校長 ・

学年主任等の保身を優先 し ， 常に問題の顕在化を恐れ， 隠そ う と し て き た教委 ・ 学校の構造的

な体質である。 J (注1 2 ) と い う 指摘があ る 。

聞 き 取 り 調査で はI r学校は連絡を密に し 行政 と の ギ ャ ッ プを な く す努力をす る 必要があ

る 。 」 と い う 声があ る 一方. r校長に は 自 校の失敗を外に知 ら れた く な い と い う 意識がはた ら

し J r問題が起 こ る と ， 行政は学校の責任だと い う 。 J r 学校は 『なべぶた』 式で， 行政は 『縦

割 り 』 式。 シ ス テムが違 っ て い る 。 J r教育問題はすべて指導室と い う 意識があ り ， 教育委員

会各課の連絡調整が円滑化 し て い な い。 」 と の声があ る 。

こ れ ら は， 教育委員会及び学校の画一性， 硬直性， 閉鎖性を指摘 し た も の と 推測で き る 。 こ

の よ う な指摘に対 して教育委員会は， い じ め問題の解決に向けての取組みを前述 し た 4 点 (①

質 の 問題 ②量の問題 ③効果の問題 ④ 自 らの課題〉 か ら 検討を行い， 改善 ・ 充実を 図 っ て

い く こ と が必要で あ る と 考 え る 。 下記の 【表 5 】 は， そ の検討の視点、を示 し た ものであ る。
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伺時に， こ の視点を踏ま えて， 教育委員会は， 各学校への取組みを支援 し 相談体制の整備・

充実を図 る と と も に， 学校， 家庭， 地場社会等 と の連携 ・ 協力を促進 してい く こ と が， 連携 ・

協 力体制の活性化に向け た教育行政の役割 と いえ る。

最後に. 調査を していて度々 聞かれる 「教師の多忙 さ J について考えたい。 昨年の毎 日 新聞

〈朝刊 平成 7 年12月 6 日 付〉 の連載記事 「清輝君事件か ら l 年」 に も， 校長は 「教師た ち が

子供の心をつか も う と す る よ う にな っ た」 こ と を一年間の成果 と して挙げた。 し か し 矢継 ぎ

早に打ち 出 さ れ る 「対策J が， 教師自身を締めつ けてい る 面 も あ る ， と い う 指摘があ る 。

聞 き 取 り 調査を し た際， こ の点につ いて， 西尾市立東部中学校長は， 教師がゆ と り を も っ て

生徒に接す る こ と がで き る よ う にする. 一人一人の生徒を多 く の 目 でみて， 多面的に と ら え る

よ う にする こ と が課題で あ る と 述べ ま た， 西尾市教育委員会は. r (西尾市 い じ め対策) 学

校 ・ 教師と しての取組みについて」 の中で も. r学級の定員減 ・ 教師の多忙 さ の軽減J を挙げ，

教師の増員 についての課題を指摘 し て い る 。

そ こ で， 教職員が児童 ・ 生徒 と 日 常的に触れ合 う 場を多 く す る ために， 教育委員会は， 次の

3 点 について学校を支援 し て い く こ と が考え られる。

第一に人的な措置を講ず る た めの諸条件を整備 して い く こ と であ り . 次の 3 点が考え ら れ る 。

①教職員配置の見直 し を図 り . 仮称 「生活指導担当の教職員」 を加配す る 。 r生徒指導上困難

を 伴 う 学校への教職員の配置の充実J ( r今後の教職員配置の在 り 方についてJ 教職員定数の

在 り 方に関する調査研究協力者会議) に即 して. 公立義務教育諸学校教職員配置改善計画の見

直 し を図っ てい く 。 ②健全育成指導を担当する再雇用職員を拡充す る 。 東京都公立学校再雇用

職員設置要綱に基づ き ， 従来よ り 一層， 健全育成指導担当の再雇用職員を拡充 してい く 。 ③教

育相談担当者の配置であ る 。 こ の実現のためには， 法的な基準の見直 しを図る と と も に， 予算

の 措置等が課題にな る 。

第二に教育委員会に よ る 文書配布や調査依頼等を精選 し てい く こ と であ る 。 学校への文書量

調査 (対象校 : 小学校 2 校， 中学校 2 校， 都立学校 1 校の計 5 校 平成 8 年 2 月 実施〉 結果 に

よ る と ， 学校への文書が多 い学校で. 年間約 9， 500部にな り ， 少な い学校で も年間約 2. 200部

であ っ た。 ま た， 調査依頼への回答に要す る 時間は， 年間教職員 i 人当た り 約20時間 と な っ た

〈※実際 に は， 調査回答事務の多 く は教頭が行 っ てい る ) 。 教育委員会は， 各課 と の連絡 ・ 調

整を図 り ， 定例の開催通知は月 ご と の一覧表に し た り ， 各種調査を一倍 し た り す る な ど， 文書

や調査量の軽減に努め る こ と が課題である。

第三に学校に対 して， 会議や行事の見直 し等校務運営の効率化につ いての助言を行い， 教師

が児童 ・ 生徒と 触れ合 う 時間や機会を確保 してい く ため， 学校の体制づ く り への支援を し て い

く こ と であ る 。

こ の よ う に， 学校の体制や諸条件の整備を し 一人一人の教師がい じ め問題の解決に 当 た る

こ と がで き る よ う にする こ と も ， 教育行政の役割であ る と 考え る 。
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3 いじめ問題の解決に向けた教育行政の課題と対応

本節の l 及び 2 では， 教育委員会と 学校のい じめ問題の解決に向けた取組みが効果的に機能

す る ためには， 教育行政と して(1洋校の取組みへの支援， (2)い じめ問題にかかわ る教員研修の

充実. (3湘談体制の整備 ・ 充実， (4)家庭 ・ 地樹士会等と の連携 ・ 協力の推進， に取 り 組むこ と

の重要性 と 質， 量， 効果 自 ら の課題 と い う 四つの検討の視点、が明 らかにさ れた。

以上の内容を踏ま え， 本項では， い じ め問題の解決に向けた教育行政の課題と その対応につ

いて， 具体的に明 らかにする。

(1 ) 学校の取組みへの支援

ア 学校の取組みへの恒常的な支援

教育委員会は， い じめ問題解決に向けた施策を充実 さ せ， 各学校の実態に応 じた き め細かな

支援を恒常的に行わな ければな ら な い。 そ のためには， 学校か ら教育委員会へ そ して， 教育

委員会か ら学校へ と い う ， 教育委員会と 学校と の聞の好ま し い関係づ く り が欠かせない。

(7) 実態調査の実施

い じめ問題を解決する ための基本方針を策定するためには， ま ず. 各学校におけ る い じめの

的確な実態把握がな ければな ら な い。 実態調査は， い じめに対する基本的な認識やい じめ問題

への対応の在 り 方， 対策の改善 ・ 充実に資する等の目 的で実施さ れている。 ま た， この実態調

査は学校におけ る 新 し い い じめの発見や教職員の い じめに対する意識を高め る効果を も た ら し

て い る 。 的確な実態調査を実施する ために. 教育委員会や学校は， 実態調査の内容 ・ 方法を工

夫す る必要があ る。

B 区教育委員会は， 児童 ・ 生徒の本音を知る と い う ね ら い か ら， 児童 ・ 生徒が家庭で自 由 に

記入 し 郵送によ り 回収する方式で実態調査を実施 した。 こ の方法に対 しては， 学校か ら 「学

校を信用 していないのか」 と い う 声があ っ た。 そ こで， 区教育委員会は校長会等でその趣旨を

説明 し学校の理解を得た上で実施 し た。 こ の調査によ り ， 教育委員会に は， 児童 ・ 生徒のい じ

め に 関す る考え方や学級担任への要望等， 率直な意見が届 け られた。 保護者か らの反響は大き

く ， 保護者は こ の方式を歓迎 した。 ま た， この調査の結果を踏ま えて作成さ れた指導資料は，

学校だけでな く 広 く 保護者に も配布 さ れ活用 されている。

次に. 相談機関が学校と連携 ・ 協力 して， 質問紙調査及び個別の 聞 き 取 り 調査を行い， そ の

結果に基づいて， 学校が相談機関の援助を受けなが ら い じ め問題の解決に当た っ た事例を紹介

す る 。 調査を実施 した相談機関は， 二つの調査か ら得たデー タ を分析 し 学級の雰囲気， 人間

関係， 児童 ・ 生徒の心理等の実態を明 らかに した。 そ こ に は学級担任が知 ら な い こ と も， 既に

解決 した も の と 思 っ て いた こ と も あ っ た。 該当学年の担任は調査実施者と 連携 しながら， 学年，

学級の実態を理解 し 全体指導と 個別指導を繰 り 返 し行い， い じめ問題を解決 して い っ た。 学

級の こ と は担任が一番よ く 知 っ てい る と い う 自負 も大切ではあるが， それだけでは， い じめ問

題の解決は難 し い。 個別の聞 き 取 り な どの調査では， 担任が行 う よ り ス ク ールカ ウ ン セ ラ ー や

心理専門家等の第三者が行 う 方が詳 し い情報を得る こ と ができ る場合があ る。 教師や保護者に

は本音を話せな い と い う 児童 ・ 生徒 も お り ， 調査におけ る， このよ う な第三者の担 う 役割は大

き い。 教育委員会は， 学校がこ う し た相談機関等の援助を受けて実態調査が実施で き る よ う に，

学校や相談機関等と の連携 ・ 協力体制を整備 してお く 必要があ る。
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教育委員会や学校は， 実態調査の効果の問題と して調査結果を具体的な指導に生かす手だて

を と る こ とが大切であ る。 B 区教育委員会の指導資料は， 郵送回収方式で行 っ た実態調査の結

果を踏ま えて作成されている。 子供がい じめを ど う と らえてい る か， い じめ られた こ と はあ る

か， い じ め ら れた と き だれに相談する か， 先生に ど う してほ し いか等の調査項目 についての結

果を教師は指導に役立てている。

指導主事によ る学校訪問は， 教育委員会がい じめの実態調査の内容を じかに確かめる な ど学

校の実情を受け止め， 学校を恒常的に支援 してい く ために， 教育委員会と 学校の緊密な関係を

築いて い く 上で極めて重要な こ とである。 D 区教育委員会は. 定期的な学校訪問を生活指導相

談員と 協力 して年間 3 回実施 している。 訪問の中心は生活指導にかかわる情報交換であ り ， 第

1 回は生活指導の方針， 第 2 回は問題行動調査後の状況把握， 第 3 回は年度末の生活指導をテ

ー マ と しているが， 最重要課題であ る い じめ問題と不登校については， 毎回取 り 上げて いる。

こ の学校訪問は， 学校と教育委員会の連携を図る上で， 成果を上げてい る。

( イ)指導通知の発出

教育委員会の発す る通知は， 直面する教育課題について， 基本的な考え方や具体的な対応策

を各学校に示す ものである。 各学校は， その指導通知の趣旨を具現化す る ために， 改めて， い

じ め問題を 自 らの学校の課題と して受け止める と と も に， これま での指導内容 ・ 方法を見直 し，

改善 してい く こ と が大切である。 ま た， 教育委員会は， 通知を出せば責任を果た し たのではな

く ， 指導通知の趣旨がどれだけ周知 さ れ， 実際の指導に活用 さ れているか， 学校か ら報告を受

け る な ど して確認する必要があ る。

い じめ問題へ早期に対応する こ と で成果を上げた例 と して G 市教育委員会の取組みがあ る。

平成 6 年11月愛知県公立中学校のい じめ事件が発生 した後， 市教育委員会は， い じめ自殺の誘

発を防止するために は早期対応が必要であ る と 考えて， 東京都教育委員会か らの通知が 出 る 前

に. r指導の徹底についてJ の通知を出 した。 各市立学校は， その通知の趣旨にそ ってい じ め

総点検を実施 した。 市教育委員会は. 12月 中に. r電話相談の開設J rい じ め問題対策協議会

の発足J r実態調査の実施J 等々 の附且みを行い， その中で， い じめに悩む子供の 自 殺を 防 ぐ

こ とがで き た。 指導通知の発出の時期がその効果を左右 している。

ま た， 文部省; 東京都教育委員会か らの通知を受けた後の対応について も， 区市町村教育委

員会は， 各区市町村の実態に即 した内容に再構成 し， 発出す る こ と が大切であ る。 各学校にお

け る指導通知の伝達の仕方については， 教職員への周知徹底を図る効果的な方法を例示 し 助

言する必要がある。 聞 き 取 り 調査に よ る と ， 校長が職員会議等で通知の趣旨・ 内容について説

明をす る場合と 朝の打合せ等で連絡する場合とでは教職員の受け止め方が違 っ ている。 朝の慌

た だ し い 中での連絡だけでは， r こ の程度は分かつ. ているJ r学校は忙 し いので言われた と お

り にはで き ないJ r自分の学級に は い じめはないJ 等々 の反応を示 し 児童 ・ 生徒への指導に

結び付かな い ま ま に終わ っ て し ま う こ と も あ る。 指導通知の趣旨の周知徹底を図 る た め に は.

全教職員で読み合わせをす る な ど， その趣旨について共通理解を図る場の設定が必要であ る 。

聞 き 取 り 調査によ る と ， 学校に送付さ れる文書の量は. 1 日平均 1 校当 た り 20--30部， 年間

およそ 4. 000部であ り . r職員会議の議題は年間計画にそ っ て行われてお り ， 通知を読み上げ，

協議する 時間の余裕な どないj と い う 。 し か し こ のすべての文書について同様の扱いをする
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こ と はで き な い と して も， 校長が緊急かっ重要と判断 した ものについては， 職員会議等で取 り

上げ， 読み合わせな どを行い， 通知の周知徹底を図る こ とが必要である。

(ウ) 指導資料の作成 ・ 配布

指導資料は， 指導通知の趣旨 ・ 内容に沿っ て作成さ れる ものであ り ， 具体的な指導の手引 き

等が内容と して盛 り 込 ま れた も のであ る。

聞 き 取 り 調査によれば， 学校は， 活用 しやすい指導資料と して， 次のよ う な具体的で実証的

な も のを求めている こ と が分かる。

・ 事例を簡潔に示す。

・ 成功事例， 失敗事例から， 学ぶべ き教訓を示す0

. 実態調査の結果が分かる。

- 全体の分量がコ ンパク ト に ま と め ら れている。

・ 複写， 抜 き 刷 り ， 加工によ り ， 各研修会， 各主任会， 学級での指導等， 用途に応 じて生か

せ る よ う 編集についても工夫 している。

B 区教育委員会の発行 した指導資料 〈平成 7 年 6 月 発行) は， 区のい じ めの実態調査のデー

タ を も と に指導事項等が構成さ れ， よ り 具体的， 実証的な ものにな っ てい る 。 内容は， 学級担

任 と して必要ない じめ発見の方法や指導のポイ ン 卜等が取 り 上げられてい る。 ま た， い じ めに

苦 しむ児童 ・ 生徒の心の叫ひoを綴 っ た作文な ど も掲載さ れ， 読み手の心に訴えている。 斬新な

レ イ ア ウ ト ， 色刷 り 等， 編集に も工夫が凝 ら さ れて し 唱 。 こ の よ う に， 各教育委員会作成の指

導資料は， 読みやす く ， 活用 しやすいよ う に， 更に工夫 ・ 改善が図 られる必要があ る。

各学校におけ る活用については， 十分 と はいえな い状況が散見 さ れる。 í朝の打合せで紹介

さ れたJ í さ っ と 目 を通 したJ í 自分に関係あ る ものは読むが， 真剣に と ら えてなか っ た」 等

が教師の声である。 校内研修で， 指導資料を取 り 上げ， 全教職員で読み合わせを行 っ た と い う

例 は ご く 少ない。 そ こ で， 学校におけ る活用を図 る ために， 次の二つの事例を紹介する。 ま ず，

教育委員会が学校におけ る活用状況の追跡調査を実施す る こ と である。 その調査結果を も と に，

校長会等で活用の仕方を繰 り 返 し指導 ・ 助言する こ と で成果を上げてい る例がある。 も う 一つ

は， 校内におけ る教頭の役割について啓発する こ とである。 教育委員会等か ら送付される文書

や指導資料等の整理は， 教頭の役割と な っ ている こ とが多 い。 教頭が， 文書等を単に保管棚に

し ま い込むか， 打合せ等で紹介 してか ら保管棚に し ま う か， 指導の要点、等を コ ピー して紹介す

る か， あ る い は， 職員会議で取 り 上げる等の具体的な予告をするかな どに よ り ， 教師の活用度

が違 う と し 吟 。

ま た， 教育委員会は， 配布の際に， だれを対象に どのよ う な説明会を もつか， 教師一人一人

に届 く 配布部数であるか， そ う でな ければどのよ う に普及を図 っ てい く か. 年度末に ま と めて

送付 していないかと い う 配布時期等について も， 活用を図 るために十分配慮する必要がある。

(工) 校内研修への配慮

い じめ問題の解決には， 各学校の実態に即 して行う 校内研修の充実が重要であ る。 D 区教育

委員会は， 校内研修の充実を図るために， 講師派遣事業を実施 している。 これは， 学校の要請

に よ り 教育相談の専門家や学識経験者等の講師を派遣する も ので， 研修会の内容及ひ官3態は，

講演， 事例研究， カ ウ ンセ リ ン グ演習， 個別相談等様々 である。 場合に よ っ て は悩みを抱えて

- 70 -



い る 学年に も， あ る い は担任の個別相談に も応 じている。 本事業の担当は区の教育相談室であ

る が， 指導主事と 教育相談員が連携 して実施 している。 教育委員会は， こ の事業の説明を行 う

た め校長会の開催に合わせて研修を実施 した。 校長が研修の内容と 登録 さ れた講師を予め知 る

こ と は， 本事業の推進に大いに役立っ ている。 学校の反応は 「子供を多面的に見 る よ う にな っ

たJ r子供の言動についてその背景を考え る よ う にな っ たJ r時間的に助かる J 等があ る。 教

師が受容的に児童 ・ 生徒を理解する方法を再認識する上で効果を上げている。 し か し こ の講

師派遣事業を活用 し た学校の多 く は4中校であ り ， 中学校が少ない点が課題と して残 っ た。

(オ) r L 、 じめ問題j 研究協力校の設置

い じめ問題については， 学校教育を ど う 改善する かと い う 視点に立って. 学校全体で実践的

に取 り 組んでいる と こ ろ は必ず し も多 く な い。 A中学校は， い じ め問題の解決に向けて 「生徒

会活動の活発化J r本音で語れる学級づ く り J r討議の場面を取 り 入れた授業の改善J 等， 様

々 な面か ら 取 り 組んでい る 。 生徒た ち は， 自分の考えを率直に表現で き る よ う にな り ， そ の こ

と によ っ て， い じ めの早期発見が可能と な っ た。 表現する 勇気がは ぐ く ま れ， い じ め問題を生

徒 た ち 自 身の力で解決 し よ う と する 姿勢もで き て き た。 ま た， 学期末の地域懇談会で は， 学校

が， い じ め問題への取組みと生徒の変容について報告を行 っ た と こ ろ， 保護者か ら も活発な意

見が出 さ れ 熱の こ も っ た協議がな さ れた。 こ う した， 学校を挙げた， 全教育活動を通 しての

実践は， 他の多 く の学校に と っ て参考にな る ものであ る。 教育委員会は， 学校におけ る 指導体

制の在 り 方や指導内容 ・ 方法の開発及び家庭 ・ 地域と の連携 ・ 協力の推進等について実践的に

研究 し， その成果の活用を図るために研究協力校を設置す る必要があ る。 都立教育研究所では，

平成 8 年度よ り 研究協力校を設置 して， い じ め問題の本研究を更に実践的， 実証的な も の と す

る 予定であ る。

イ 個別事件への支援 一 教育委員会の調整機能

深刻な い じめ問題を抱え る学校に対 して は， 教育委員会は担当指導主事を派遣 して学校の指

導方針を支援する と と も に， 場合に よ っ て は. 教育委員会と しての調整機能を発揮 して学校へ

の支援体制を整え， 継続的に問題の解決に当たる こ とが必要である。

そ こ で， 教育委員会が調整機能を発揮 し た実践例と して. い じ め問題のプロ ジ ェ ク ト 協議会

を設置 し た事例を手掛か り に， 個別事件への支援の在 り 方を考え る。

(7) プ ロ ジ ェ ク ト 協議会の実践例

い じめ問題にかかわっ てプロ ジ ェ ク ト 協議会を設置 し て解決に当た っ た実践例は， 東京都H

市 〈当時H町) の い じ め事件の民事裁判判決 (平成 3 年 9 月 ) の中で示 さ れている。 H 町の プ

ロ ジ : ク ト 協議会は， 東京都教育委員会の主任指導主事， 教育事務所の H町担当の指導主事，

町教育委員会の学務課長及び教育相談室副室長， 当該校の校長， 教頭. 学年主任， 生活指導主

任. P T Aの役員等が構成メ ンバー と な って， い じめ被害生徒の保護者の救済要求 (金銭的な

要求や， 登校拒否を しているが， 高校進学を保障 して欲 し い等の要求) に対応す る こ と や， 学

校でのい じめ対策を策定する こ と が主要な テーマ と な っ ていた。 その第 2 回会合では， 次の内

容について話合いが行われた。

0 校長よ り ， tE邑 と対応につ いての報告

0 い じめ被害生徒の担任教諭 よ り 学年と学級の対応につ いて報告
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0 い じ め被害生徒 (登校拒否を している) への指導について

O い じ めを一掃す る ための学校の対策

o P T A と してい じ めをな く すための取組み

こ のプロ ジ ェ ク ト 協議会の成果は， い じめ加害者側の保護者の主張 と 被害者側の主張と を調

整で き た こ と ， 各関係機関のい じめ問題への見解を調整で き た こ と ， P T A と 連携 しつつ学校

の方針が策定で き た こ と ， い じ め被害者の高校進学 も努力の末に実現 し た こ と等にみる こ と が

で き る。

( イ ) プロジ ェ ク 卜協議会の構成

構成メ ンバーは， 学校か ら は校長， 教頭. P T Aの役員， 生活指導主任， 学年主任， 担任教

諭， 当該自治体の教育委員会か ら は， 指導主事， 教育相談室の担当者， 地域か ら は， 児童委員

等が考え られる。 場合によ っ ては， い じ め関係生徒の保護者の参加を求め， 意見を述べて も ら

う こ と も考え られる。

( ウ)プロジ ェ ク ト 協議会での協議内容

協議内容は， 前述の(7) の実践例が参考 と な る。 ま た. 学校が加害生徒への指導を尽 く して

も 依然と して何の効果 も み られず， 加害生徒が暴力， 金銭の強要等の問題行動を繰 り 返す場

合は， 被害生徒の心身に重大な障害が生 じ る こ と (神経症の発症. 自傷行為， 自殺の恐れ等〉

が予測 さ れ， 一方加害生徒本人の非行性が進行 し， 本人の将来に と っ て好ま しから ざる結果 と

な る こ と が予測さ れる。

こ の場合， プロ ジ ェ ク ト 協議会では次の点について協議する こ と が考え られる。

0学校内特別指導ま た は出席停止 O警察への援助要請 O児童相談所ま た は家庭裁判所へ

の通知

そ の具体的な協議内容と しては， 次のよ う な実践例がある。 以下に述べる実践例はH市の判

決文に記載 さ れた ものではな く ， 東京都の校長 ・ 教頭 ・ 指導主事か ら 聞 き 取 り を し た ものであ

る 。

① 学校内特別指導

い じめ加害生徒への特別の指導計画 と して， い じめ被害者の心理的苦痛を描いた映画の鑑賞

や， い じ め られて自 殺 し た生徒の遺書の朗読， 本人の趣味を豊かにす る 時間等を含めた個人指

導計画をっ く り ， 一定の期間を個別に指導す る方法が考え られる。 場合に よ っ ては校長が校長

室で指導を行 う 。 校長の指導は 「校内暴力J の問題生徒に対する指導 と して実施さ れる例があ

っ た。 い じ め加害生徒への指導で も， 校長が直接に指導す る こ と の意味を生徒は大切な ものと

し て受け止め る 例 も 多 く . r校長先生に書道を教えて も ら っ て， 気持ちが落ち着いた。 」 と い

う 感想を述べた生徒があ る な どの成果を上げてい る。

② い じめ加害生徒への 出席停止措置の検討

い じめ加害生徒への学校内で、の指導が効果を上げず， 教育委員会 と して加害側の生徒の出席

停止措置の是非を検討する場合は， 次の こ と を確認す る必要があ る。

1 ) 出席停止措置の法的根拠

出席停止措置は， 他の児童 ・ 生徒への教育 ・ 管理上の影響を考慮 して命ずる も のであ り ， 性

行不良によ る 出席停止 (学校教育法で規定〉 と ， 伝染病を防 ぐ 目 的で行 う 出席停止 (学校保健
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法で規定) の二つがあ る。 い じめ加害生徒に対する措置は前者に該当する。

学校教育法第26条ではI r市町村の教育委員会は， 性行不良であ っ て他の児童の教育に妨げ

があ る と 認める児童があ る と き は， その保護者に対 して， 児童の出席停止を命ずる こ と がで き

る 」 と 規定 している。 こ の規定は， 中学校に準用 さ れ る く同法第40条〉 。

2) 学校教育法第 2 6 条の趣旨

文部省の初等中等教育局長の通知では， 学校教育法第26条の趣旨について， 次のよ う に述べ

て い る 。 r出席停止の制度は. 本人に対する懲減と い う 観点か らではな く ， 学校の粉亨を維持

し， 他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する と い う 観点から設け られている J 。

すなわち. い じ め加害生徒が他の児童 ・ 生徒の権利を侵害 している状況を改善する意味か ら，

加害生徒への出席停止は， こ の措置の本来の趣旨に合致する も の と いえ る。

3) 出席停止措置の効果の見通 し

生徒への出席停止措置の期間は校内暴力の事案では 1 -- 2 週間の例が多い こ と を考えれば，

出席停止措置の効果についての見通 し を も っ必要があ る。 い じめの被害側の子供が救済 さ れ る

見通 しがあ る こ と と ， 出席停止になる加害生徒の指導上の効果につ いての見通 しが必要であ る。

4)  加害生徒の保護者の教育力

加害生徒の出席停止措置の指導上の効果については， 対象生徒の保護者が教育的な責任感を

欠いていた り ， 親子の関係が悪化していて教育的な関係が成立 し な い場合は， 出席停止によ る

指導の効果は期待で き な く な る。 む し ろ加害生徒は学校側や被害生徒の側への反発を強め る な

ど して， 出席停止期間終丁後の指導が一層困難になる場合 も あ る。 その場合， 加害生徒の保護

者への支援を行い家庭における教育力の向上を図るか， あ る い は， 加害生徒に対する学校内で

の特別指導を考え る こ と が必要であ る。

③ い じめ被害児童 ・ 生徒の指定校変更措置

い じ め被害生徒を救済する方法と して， 当該生徒及びその保護者の要望に応 じて転校 (指定

校変更措置〉 を認める こ と を選捌支のーっ と して考え る必要が生 じ る こ と があ る 。 現実に， い

じ め加害生徒と の関係だけではな く ， 学校 (教職員) に対 しても不信感を募 らせていた被害生

徒及びそ の保護者が， 転校を希望 した事例があ っ た。

い じめ問題は加害者がいるか ら発生す るのであ って， 規制あ る い は不利益を被るべき は ま ず

加害者の側であ り ， 被害者が転校を余儀な く さ れる よ う な不利益を被るべきではな い と い う の

が社会通念である。 し か し い じめ被害者の側から転校 し た い と い う 要望があれば， で き る だ

け速やかにその要望が実現で き るかどう かを検討すべき である。

その際， い じめ被害生徒の救済と い う 観点、から， 転出先の学校と 元の在籍校 と が， 受入れに

つ いて情報交換を十分に行 う こ と や， 被害生徒が転校 した後 も. 元の在籍校のい じ め加害者が

付 き ま と う こ と がないよ う に注意す る こ と が必要である。

(2) 教員研修の充実

こ こ では， 教育庁指導部， 都立教育研究所， 都立多摩教育研究所が行 っ ている研修会を も と

に， い じ め問題にかかわ る研修の改善策について述べる。
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ア 平成 7 年度の教育庁指導部. 都立教育研究所， 都立多摩教育研究所におけ る研修の現状

(η 現職研修 I 部鮒T
いじめ問題にかかわる研修の内容

〈イ) スクールカウンセラー研修会
いじめ問題にかかわる研修の内容

(の 小・ 中 ・ 高校生活指導研修会
いじめ問題』功、かわる研修め内容

方 法 | 対 象

方 法 | 対 象

参 加 者 の 感 想 か ら の 標 題

参 加 者 の 感 想 か ら の

鶴鵜脚光ヰ
参 加 者 の 感 想 か ら の 隷 題

閉会ih場整|協;|騨 .如僻れし川
、!?る。 員企時瀧貧�lを縄としむ
(オ〉 都立学校初任者研修

(扮 校長宿泊 (健全育成〉 研修会
いじめ問題にかかわる研修の内容

イ 研修会の改善の方策

多 加 者 の 感 想 か ら の 課 題

方 法 | 対 象 参 加 者 の 感 想 か ら の 課 題

以上の課題を受け止め， い じ め問題にかかわ る研修会の内容 ・ 方法の改善 ・ 充実を一層図る

必要があ り . 今後， 次の 4 点、を方策と して考え る。

第一に， 教師がい じめ問題を 自 らの問題 と して受け止め る こ とがで き る よ う にする こ とであ

る 。 そのためには， 教師自身がい じ め られている立場に立ち， い じ め られている児童 ・ 生徒の

心理を実感で き る よ う 研修会を改善す る こ と であ る。 そ こ で， い じ め られてい る児童 ・ 生徒や

い じ めを克服 した児童 ・ 生徒や保護者等が， その体験や思いを語る場を研修会に位置付け， 教

師が直接的に学ぶよ う にする。

第二に， い じめは潜在化 して き でお り ， 教師がい じめの実態把握の具体的な方法を身に付け

ら れる よ う にす る こ とである。 そのためには， 第 2 章で述べたい じ めにかかわ る人間関係の実
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態を把握す る ための具体的方法の獲得を研修会に位置付ける必要があ る。 具体的には， 質問紙

に よ る意識調査や個別面接での聞 き 取 り 調査の方法や調査結果等を も と に， 選択 ・ 排斥 ・ い じ

め ー い じ め られの関係が分かる学年 ・ 学級の人間関係図の作成に関する実技研修を取 り 入れ る

よ う にする。

第三に， 研修会参加者の課題意識を高め， 実践的な解決力が身に付 く よ う にする必要があ る 。

そのため， 研修会の方式が講義形式に偏 る こ と のな く ， ロ ー ルプ レ イ ン グやイ ン シデン ト ・

プロセ ス方式等を取 り 入れる よ う にする。

第四に， い じめにかかわ る研修会への参加意欲は高ま っ て いるが， 学校の小規模化等によ り

研修会に参加 し に く い現状があ る。 そ こ で， 研修会の実施場所や回数， 時期等の工夫をする 必

要があ る 。 例えば， 学校等へ出向いて研修会を行 う な どである。

(3) 相談体制の整備 ・ 充実

ア 学校の相談体制の整備 ・ 充実への支援

子供一人一人の悩みを的確に把握 し， その解消を図 る こ と ので き る教師の資質向上や校内の

教育相談体制の充実を推進す る必要があ る。

(7) 教師の資質向上のための支援

都立教育研究所や都立多摩教育研究所では. ス ク ールカ ウ ンセ ラ ー研修講座を実施 した り ，

各区市町村教育委員会で も独自 に教育相談研修会を実施 し た り して， 教師の 日常の教育活動の

中で， 児童 ・ 生徒の健全育成を図る こ と がで き る よ う 支援 して い る。 し か し 都立教育研究所

や都立多摩教育研究所主催の研修会においては， 受講希望者が多 く ， 希望に添え られない現状

も あ り ， 研修会の本数や定員枠を増加 し た り ， い じめにかかわ る講座を新設 し た り する な どの

工夫 ・ 改善を更に進める。

(イ) 教師の指導に対する相談 ・ 支援

教師は， 臨床心理の専門家 と 共に考え る こ と でよ り 的確に指導へのポ イ ン ト を見付け る こ と

ができ る。 い じ めをめ ぐ る子供の心'情やその背景にかかわる 問題について， 都立教育研究所や

都立多摩教育研究所は. 教師が指導を行う 際の視点の当て方や指導上の課題と 解決の具体的な

方法について， 各区市町村教育委員会 と連携を図 り なが ら学校を支援する取組みを進め る必要

がある。

ま た， い じ めをめ ぐ る保護者の気持 ち と 教師の意図と の聞に生 じた艦艇は， 学校にお け る い

じ めへの取組みゃ解決を遅らせる こ と にな る。 そのため， 都や区市町村の教育相談所等の教育

相談担当所員は， 教師と保護者と の気持ちゃ意図が伝え合え る よ う ， 学校へ指導 ・ 援助を行 う 。

(ウ) 教育相談担当者の配置

東京都教育委員会は， 単位制普通高校や健全育成研究推進校へ教育相談担当者と して教師や

嘱託員を配置 し た り ， 区市町村教育委員会が独自 に教育相談担当の嘱託員を常駐させた り し て

い る例があ る。 こ の場合， 教育棺談担当者は， い じめに関する情報や解決に向け た方策を提供

し 学校全体で取 り 組め る よ う な体制をつ く っ た り ， 相談室を中心に多様な考え方のあ る生徒

を認め合え る よ う な校内の雰囲気づ く り に努めた り して い る 。 ま た， 教育相談担当者を配置 し

て い る 高等学校では， い じめ られた経験のあ る生徒の心の傷を癒すよ う な役割 も果た してお り ，

い じめの早期発見や防止と 事後の援助に有効な働 き を している。 このよ う な成果を踏まえ， 今
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後， 更に研究指定校等の拡充や新設を図 り ， 教育相談担当者を配置 してい く こ と を検討する 必

要があ る。

イ 相談機関の相談体制の整備 ・ 充実

都及び区市田I村の教育相談所 (電話相談を含む) に は相談窓口が設置 さ れ， 様々 な相談を受

け付けてい る が， そ こ に従事する相談員は臨床心理の専門家や教職経験のあ る 嘱託員等で あ る 。

教育委員会は， その相談員の資質の向上を図る と と も に， 関係す る諸機関 と 連携 した相談体制

を整備する必要があ る。

(1) 相談窓口 に関する普及活動

都立教育研究所内 に設置 したい じ め相談室が平成 7 年 1 月 30 日 か ら平成 8 年 1 月 31 日 ま での

期 間に受けた相談件数は 1. 125件である。 その内でい じ めに関する相談は 775件であ り ， 他 は

学校や教師の指導に対する苦情やい じめ問題に対する相談であ る。 い じめ解決に向けた電話相

談に期待が大 き い。 現在 東京都教育委員会では， 教育庁が所管 している相談窓口 を一本化 し

た総合教育相談窓口を都立教育研究所に設置 し い じめ ・ 体罰等の相談， 進級 ・ 卒業 ・ 進路等

の相談， 及び臨床教育相談等の教育にかかわる多様な相談を受け付け る こ と ができ る よ う ， 平

成 8 年 8 月 の開室を目指 して準備を進めている。

各区市町村において も， 教育相談所や教育相談セ ン タ 一等に相談窓口を設置 し い じ めの相

談を受け付けている。 あ る 区では， い じめに関する相談を65件受け付けたが， そのう ち来所相

談が 4 件であ り ， あ と の61件が電話相談であ る。 こ の傾向は， 他区や市で も同様であ る。

各区市町村教育委員会では， 特に 「い じ め電話相談J を設置 して相談を受け付けてい る所 も

あ る が， 多 く は教育相談と して受け付けている。 登校拒否の相談中にその原因がい じめであ っ

た り す る こ と で， い じめ解決に向けて対応 している。

今後， こ の よ う な相談窓口を子供， 教職員， 保護者に周知する た めの広報掲載やパ ン フ レ ッ

ト の各家庭配布等を更に継続 し， 広 く 普及活動を進める必要があ る。

(イ) 相談員の資質向上のための支援

相談内容によ っ ては臨床心理の知識が必要な場合があ り ， 教職経験のあ る 嘱託員のみな ら ず

臨床心理を専門 とする相談員が研修機会を得て更に専門性を高める こ と は. 相談の効果を上げ

る ために大切な こ と である。 現在， 各区市町村の教育相談所では所内研修と して， 相談員対象

に 大学教授等を講師に招 き . r短期療法J r遊戯療法J r面接の実際J r箱庭療法J r施設見

学」 等の研修を独自 に実施 し た り ， ま た， 公立教育相談所連盟が独自 に研修会を実施 し た り し

て資質の向上に努めている。 その中で も， 教職経験者の嘱託員は. r教育相談の理論や方法を

学ぶこ と で相談者と の対応が変わ っ て い く 。 J と 述べ こ の よ う な研修に期待を寄せてい る。

(ウ) 関係機関 と の連携を図る相談体制

い じ めの相談は， 学校， 教育委員会， 教育相談所， 児童相談所， 警察等へ も ち込まれる。 教

育委員会は， こ れ ら関係機関相互の連携 ・ 協力体制について整備 ・ 充実を図る必要があ る。 M

市教育委員会では. 年度当初から. 学校や教育相談所の関係者によ る教育相談者連絡協議会等

を設置 し 対策を検討 し合 う こ と のでき る よ う な体制を整えている。 他の区市町村教育委員会

が， 連携のための体制づ く り を進めてし 、 く 場合に参考と な ろ う 。

ま た， 教育委員会の指導主事と 教育相談所の相談員が定期的な協議を重ねて. い じめ発生の
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予防と解決を図る こ と は重要であ る。 教育相談の専門分野か ら の視点、や考え方で， い じめにか

かわる 人間関係の実態を解明す る こ と は有効である。 一方で， 教育相談所の相談員は， 教育行

政の方針や施策， 学校や地域のい じめの実態や課題な と、について， よ り 深い認識を もっ必要が

あ る。 そのために も. 指導主事と 相談員 と の定期的協議の場を設け る よ う に し たい。

い じめの発見と早期解決は， 学校や教育相談所， 児童相談所等の地域の諸機関と相互に連携

して当た る ほ う か有効な こ と も多い。 そのために， 総合的な教育相談セ ン タ ーを設置する こ と

は有効であ ろ う 。

(4) 家庭 ・ 地域社会等と の連携 ・ 協力の推進

東京都公立中学校のい じめ 自殺事件後， 学校再建のための経営方針の中に取 り 上げ られた の

が 「保護者 ・ 地域 と の提携J であ っ た (第 4 章第 l 節参照) 。 ま た. 事例 Eでは. 地域住民よ

り ， い じめではないかと 恩われる情報が寄せ られたに も かかわ らず， 学校と しての具体的な対

応に結ひ'付かなか っ た。 い じ め問題について， 学校のみで解決する こ と に固執する こ と な く ，

家庭 ・ 地域等と 連携 ・ 協力 して解決に当た るために， 教育委員会は， 学校 ・ 家庭 ・ 地域等の連

携 ・ 協力を推進す る ための組織を整備する必要があ る。

ア 学校 (圏) 聞の連携 ・ 協力

事例町は， 学校が中学校 1 年の 2 学期に把握 した女子生徒聞の い じ めであ り ， 発見後， 当該

学年の教師全体で迅速に対応 し， 解決 した ものであ る。 こ の い じめは小学校か ら続いていたが，

担任は学級内の問題行動の解決に対応 していたために， い じ めの指導がで き な か っ た。 し か も ，

い じめ等のため配膚を要する生徒に関 して. IJ三械か ら中学校への情報提供はなかっ た。 r情

報があれば， 配慮の仕方も違っ ていたはずで、あ るJ と 中学校の教師は語 っ てい る。 教育委員会

は， 閉 じ地域に住む一人一人の児童 ・ 生徒を， 幼 ・ 小 ・ 中学校が連携 し 一貫性を も っ て指導

に当たる こ と がで き る よ う に， 例えは 指導主事， 教務主任等によ る， 定期的な連絡会等を開

催す るな どの具体的な手だてを工夫す る必要があ る。

F 区では， 異校種間の連携 ・ 協力の具体的な方法と し て， 研究 ・ 実践の発表， 基礎学力 ・ 基

礎体力検定の合同実施， 交流授業 ・ 授業参観， 生活指導上の連絡 ・ 協議， ス ポー ツ交流等， 様

々 な教師間の交流を実施 して成果を上げている。 例えば， 新年度の l 学期に もたれた小学校旧

6 年担任と 中学校 1 年の学年と の連絡会では， 授業参観と 協議の時間が設け られた。 中学校か

ら の質問に答え る形で， 小学校側が生徒理解のための多様な情報を提供 している。 こ のよ う な

情報交換は， その後の生活指導に役立てる こ とがで き る。 ま た， 中学校を訪れた旧担任 と の再

会で， 生徒はいつ ま で も見守 ら れてい る こ と を自覚す る こ とができ， 心の安定を も た らすこ と

に も な っ た。 こ の よ う な連携の場を設け る こ と に よ っ て， 小 ・ 中学校の教師聞の人間関係が密

に な る と と も に， 有用な情報の共有化が図 られ い じめ問題な と、への早期対応が可能にな る と

思われる。

イ 地域社会 ・ 関係諸機関 との連携 ・ 協力

学校 ・ 地域社会 ・ 関係諸機関 と の連携 ・ 協力を深める こ と によ っ て， い じめに関する情報交

換やい じめ防止の雰囲気づ く り な どを促進する こ とがで き る 。 連携 ・ 協力は， 相互に何を求め

何を してい る かを知る と こ ろか ら始ま る。 各学校は， 学校要覧， 学校だよ り の家庭 ・ 地域への

配布， 地域社会と連携 し た学校行事の工夫， 地域懇談会の開催， 地域の人材活用， 施設開放等
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の取組みを通 して地域社会と の連携 ・ 協力を深めている。 こ う した地道な取組みの積み重ねが，

地域の子供は地域で育て る と い う 基盤づ く り にな っ てL 喝。

東京都教育委員会では. rい じめ対策関係機関協力会議」 の提言 (平成 8 年 l 月30 日 ) を踏

ま え， 平成 8 年度， 地域におけ る学校 ・ 家庭 ・ 地域社会 ・ 関係18機関によ る連携 ・ 協力を推進

す る モデル地域の指定を予定 し て い る。

(7) い じめ問題対策協議会の設置

教育委員会の多 く は， 愛知県公立中学校の事件 (平成 6 年1 1月 〉 の後. 直ちに， い じめ問題

の解決を目指 し その対策や学校教育等の在り 方を協議す る 「 い じめ問題対策協議会J を設置

し 様々 な取組みを実施 し た。 その中か ら総合的で広範な取組みの事例を取 り 上げる。

こ の協議会は， 青少年育成委員 と P T A. 社会教育， 学校， 指導室の代表等か ら な る 委員で

構成さ れている。 12月 に発足 した会は， 早速. 次のよ う な具体的な提言を している。

・ い じめ 110番の設置 (電話相談)

・ い じめの実態調査の実施 02月 中に)

・ い じめをな く す シ ン ポ ジ ウ ムの実施 (第 l 回子供会議， 第 2 回保護者 シ ン ポ ジ ウ ム， 第 3

回市民 シ ン ポ ジ ウ ム) 等々

こ の協議会の取組みについては. r様々 な立場か らの意見が集約さ れてお り ， い じめ問題の

解決に役立 つ たJ r関係者相互の連携を図る こ とがで き たJ rい じめ問題に対する子供， 教職

員， 保護者， 市民の意識を高め る こ と がで き た」 等々 の積極的な評価がな さ れている。 い じ め

を な く す子供会議は， 各学校の代表委員会によ る い じめ学習会の実施， 学級や生徒会にお け る

い じめ根絶宣言作成等の生徒会活動に も影響を与え. 様 々 な い じ め問題の解決策を得るために

も 広範な運動を展開する ために も大き な役割を果た した。

( イ ) 地域懇談会の実施

地域懇談会は， 教職員が地域に出て， 健全育成についてのJ情報交換や研修を行い. 相互理解

を図る こ と を 目的と して年間 2 -- 3 回定期的に実施 さ れている。 こ の会には， 町会. P T A. 

児童委員， 警察， 児童館等の関係者が出席 している。 地域の方々 と学校の教職員が， 協力 して

子供を育てよ う と い う 共通理解ができ， 学区域で出会 っ た と き に も会話を交わせる よ う にな っ

た こ と ， 地域での子供の様子を話題にする よ う にな っ た こ と な どは成果である。

従来の関係者に よ る大人だけの会議に， い じめの当事者である子供の参加を得て， 共に い じ

め問題を考えてい く こ と は， い じ め問題の解決に向けて大事な視点、であ る。 そのため， 子供を

どのよ う に会議に参加さ せ， どのよ う に発言を促 してい く のか， ま た， い じめ発見の後の行動

に ついて参加者がどの よ う な役割を担 っ て い く かな どが検討課題にな っ てい る 。

(ウ) 教育モニタ ー制度の導入

C 区教育委員会は， 地域におけ る子供たちの生活状況を把握 し 学校の生活指導等に役立て

る こ と を 目的とする教育モニ タ ー制度を設けている。 昭和54年， 多発する問題行動への対応策

と して導入 し 現在ま で継続 して実施 してし情。 この教育モニ タ ー 制度は， い じめ問題への対

応において も成果を上げている。 概要はおよそ次の と お り であ る。

・ 委嘱数 - 1 中学校区30名程度 ・ 任務 - 情報提供， 協議会 (年 2 回) 及び

- 任期 一 l 年， 再任を妨げな い 研修会 〈年 l 回) への出席
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- 報酬の有無 一 無償， モニタ ー証， 記念品

最初の会の主な内容は， モニタ ーの委嘱式と 講演会で， 区全体のモニ タ ーが参加 して行われ，

モニタ ー と しての自覚を高めて し 喝。 情報提供の内容は. 子供の善行や， 非行や遊び， その他

生活指導上の諸問題についての意見等， 地域におけ る子供の生活状況全般にわたっている。 情

報提供の方法は， 電話や手席止 及びア ン ケ ー トへの回答なと.であ る。 情報提供に対 して. 学校

は事実関係が ど う であ っ たか， 指導の結果どう な っ たか等につ いて情報提供者に報告 している 。

モニタ ーか らの情報は 「モニ タ ーだよ り 」 な どで伝え られる。 こ れ らが学校と モニタ ーを密接

に結び付けている。 マ ン ネ リ 化 該当児童 ・ 生徒の保護者 と モ ニタ ー と の ト ラ ブル. 協議会へ

の教師の参加等の課題はあ るが， 学校は. r問題が大 き く な ら ないJ r地域での子供の様子が

分かるJ 等， 肯定的に受け止めてい る。 今後， 教育モニ タ ー制度の活性化のためには， 区市町

村教育委員会が， モニタ ーの人選及ひ研修， 他機関と の連携や予算措置等々 の条件整備を図 っ

て い く 必要があ る。

(I) 地域社会における幼児の子育てへの支援

家庭教育に関連 して， 第 2 章では. 幼児期の子育てについて. 地域社会や近隣と の人間関係

が希薄な中で. r育児不安に陥 っ て いる保護者の姿j がある こ と を述べている (P. 18参照) 。

ま た， 第 4 章の第 l 節では. 家庭の教育力が低下 し 親子関係の結び付 きが弱 く な っ て き た

と 考える者の割合が増えている こ と を指摘 している。

幼児期は， い じ め問題を 自 らの力で解決 してい く 上で大切な 自 己を表現 し 自 己を コ ン ト ロ

ー ル してい く 力を身に付けてい く ために重要な時期であ る。 そのため. r友達を求め始め る 3

歳児ごろか ら同年齢の幼児と 遊ばせる機会を積極的につ く っ てい く 必要があ ろ う 。 J (p. 17参

照) と の指摘があ る。

都立教育研究所社会教育研究室の f家庭教育についての親の学習に関す る研究J (東京都立

教育研究所紀要第36号1992 ・ 1 1 ) では， 社会教育施設数， 家庭教育学級 ・ 講座の延回数等， 社

会教育関連の条件整備が進む地域に在住す る親ほど家庭教育の学習者の割合 も 高 く な る と い う

結果が報告 さ れている。 教育委員会は， どのよ う にすれば 「育児不安に陥 っ て いる保護者J を

支援 し 幼児が早い時期に集団生活の機会を もて る よ う にす る こ と がで き るのかを考え る必要

がある。

東京都教育委員会は， 文部省の委託を受けて. r幼稚園教育の在り 方についての実践的調査

研究J に取り 組み， その成果を 「地域の幼児教育に関す るニーズに応え る幼稚園づ. く り 一 地

域に開かれた幼稚園を 目指して - J (平成 7 年12月) と い う 報告書に ま と めている。 その中

で. r地域の人々 に幼稚園を開放 してい く 活動J や 「地域に出てい く 活動J を通 して在園児と

未就園児が交流す る場面を もつ こ と に よ り . ①子供の生活フ ィ ール ドが広がる， ②地域の教育

力を引出 しやす く な る ， ③地域の人々 も子供とかかわ る 楽 し さ を味わ う こ と に よ り 地域の子供

と して接す る よ う にな る な どの成果が報告さ れ， 幼児期の子育て支援のための具体的な方策と

な っ てい る。
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